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２０２３年度（令和５年度）事業者指導・監査方針について 

 

 

１ 基本方針 

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に，サービスの質の確保・向上に資

する｢確認｣「指導」の実施を基本とし，不正等が疑われる事業者に対しては，

機動的に「監査」を実施し，法令遵守の徹底を図る。 

 

２ 確認 

（１）実地確認 

事業所・施設においてサービス提供の実態及び身体拘束・高齢者虐待の

防止，人員配置等の確認を行うことを目的に行う。 

 

（２）実地確認の方法 

１事業所・施設当たり概ね１時間程度視察する。 

 

３ 指導 

（１）集団指導 

ア 指導事項 

制度管理の適正化を図るため制度理解に関する指導のほか，運営指導結

果の説明や，注意喚起が必要な事項など，適切な介護サービスや，介護報

酬請求が行われるよう講習等の方法により行う。 

 

イ 対象サービス及び実施回数 

区 分 回 数 備 考 

全サービス １・２回 介護サービス事業者説明会（３月） 

（その他，状況に応じてサービス種別ごとに，実施する場合があります。） 

 

（２）運営指導 

ア 開設前運営指導 

指定（開設）前の開設予定地での現地確認時に，指定申請書に基づく人

員・設備等の確認及び運営上の指導を行う。 

 

イ 開設後運営指導 

新規指定事業所・施設を対象とし，指定後早期に事業所・施設において

実施する。 

 

資料 1 
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(ｱ) 指導事項 

予め送付する「指定事業所における介護サービスの質の確保・向上に

向けた取組状況点検票｣｢自己点検シート」により事業者自ら点検し，そ

の結果を踏まえて，利用者の尊厳の保持及び介護サービスの質の確保・

向上に努め，不正請求を未然に防止し，将来に向けて適正運営を継続し

ていくために，指定申請時の人員配置等の確認や運営指導，報酬請求指

導等を含めた全般的な指導を行う。 

 

(ｲ) 運営指導の方法 

 

区

分 
行 動 等 備 考 

事 

前 

○実施通知（概ね１月前） 

○「指定事業所における介護サー

ビスの質の確保・向上に向けた

取組状況点検票｣，｢自己点検シ

ート｣及び国が作成した「各種加

算等自己点検シート」等を送付 

（記載事項） 

①運営指導の根拠規定及び目

的 

②運営指導の日時及び場所 

③指導担当者 

④出席を求める者 

⑤準備書類等の案内 

当 

日 
○人員・設備基準の確認 

○運営基準の確認 

○運営指導 

・利用者の生活実態のヒアリン

グ・評価 

・サービスの質に関するヒアリン

グ・評価 

○報酬請求指導 

・報酬基準に基づいた実施のヒア

リング・評価 

 

・勤務形態一覧表，｢指定事業

所における介護サービスの

質の確保・向上に向けた取組

状況点検票｣，「自己点検シー

ト」及び国が作成した「各種

加算等自己点検シート」を参

考とする。 

・福山市条例及び介護報酬の告

示に基づく指導及び助言を

する。（国が作成した「介護

保険施設等運営指導マニュ

アル」，「ケアプラン点検支援

マニュアル」及び「福山市介

護予防ケアマネジメントマ

ニュアル」を参考とする。） 

・１事業所・施設当たり概ね２

時間程度 
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事 

後 

○指導結果通知 （記載事項） 

・改善を求める事項及び根拠規

定 

 

○事業所・施設からの報告書の提

出 

 

改善又は過誤調整を要すると

認められた場合 

 

（ｳ） 実施体制 

１事業所・施設あたり担当職員３～４人で実施することを基本とする。 

 

ウ 定例運営指導 

介護サービス事業所・施設において実施する。 

概ね３年間に，全事業所・施設を一巡する。 

 

(ｱ) 指導事項 

予め送付する｢指定事業所における介護サービスの質の確保・向上に向

けた取組状況点検票｣，「自己点検シート」により，人員配置等の実態を

確認するとともに，サービスの質の確保・向上や介護給付の適正化につ

ながるよう，次の事項において重点的に指導を行う。 

個別ケアプランに基づいたサービス提供を含む「一連のケアマネジメ

ントプロセス」，「高齢者虐待防止及び身体的拘束廃止」等に係る運営上

の指導及び各種加算に基づくサービス提供に係る報酬請求上の指導と処

遇改善加算の算定状況についての確認を実施する。 

また，人員配置については,特に近年増加傾向にある併設や複合的なサ

ービスを提供している事業所において重点的に配置状況を確認する。 

地域密着型サービスについては，「認知症ケア」及び「地域との連携」

に係る理解・取組についても事業所の担当者とともにヒアリング及び評

価を行う。 

施設サービスについては，「衛生管理」・｢褥瘡予防｣等に係る理解・取

組についても施設の担当者とともにヒアリング及び評価を行う。 

居宅介護支援及び介護予防支援については，ケアプラン点検として，

ケアプランがケアマネジメントにおける一連のプロセスを踏まえ，利用

者の自立支援に資するものになっているかを介護支援専門員等に対し，

ヒアリングを行うとともに評価を行う。 

特に居宅介護支援における訪問介護の訪問回数の多いケアプランにつ

いては，上記に加え，重度化防止等について介護支援専門員に対し，ヒ



4 

アリングを行うとともに評価・是正の促しを行う。 

また，過去に運営指導を実施した事業所・施設については，その際の

指摘事項等に対する取組状況を確認する。 

 

（ｲ) 運営指導の方法 

開設後運営指導時と同様とする。 

 

（ｳ） 実施体制 

開設後運営指導時と同様とする。 

 

４ 監査 

監査 

利用者等からの通報，苦情，相談等に基づき，介護サービス事業者の指定

基準違反や不正請求等が疑われるとき，その確認及び行政上の措置が必要で

あると認められる場合に実施する。 

 

５ 業務管理体制に係る検査 

福山市に届け出た業務管理体制の整備及びその運用状況を確認する「一般検

査」並びに指定等取消処分相当の事案が発覚した場合における「特別検査」を

実施する。 

なお，「一般検査」については，概ね６年に１回実施する。 

ア 検査事項 

別に定める「業務管理体制報告書」に基づき，法令遵守に係る取組状況

を確認する。 

 

イ 検査の方法 

書面検査を基本とし，必要に応じて，実地検査を行う。 

 

ウ 対象事業者 

介護保険法第１１５条の３２第 1 項に規定する介護サービス事業者であ

って，すべての指定又は許可を受けている介護サービス事象所又は施設の

所在地が福山市に所在する介護サービス事業者に対して実施する。 

ただし，指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く。 



【人員基準】
No サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例

1 訪問介護 訪問介護等の員数

訪問介護員等の員数は，常勤換算方法で2.5以上と定められているが，確保すべき員数
を満たしていない状態が見受けられた。
訪問介護員等として，常勤換算方法で2.5以上の員数を配置するよう，直ちに是正する
こと。

2 訪問介護 管理者
管理者は常勤の者を置かなければならないが，当該事業所における勤務時間が，常勤の
従業者が勤務すべき時間数に達していなかった。
すみやかに常勤の管理者を置くこと。

3
小規模多機能型居宅
介護

管理者

管理者が別敷地の事業所において勤務している実態が見受けられた。
指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置く
こと。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指
定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居
宅介護事業所に併設する施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所の職務，若しくは介護予防・日常生活支援総合事業（第１号介護予防支援
事業を除く。）に従事することができる。

4 居宅介護支援 従業者の員数
利用者数38人に対し，介護支援専門員の配置が1人となっていた。
利用者の数が35人又はその端数を増すごとに介護支援専門員1人を配置すること。

【運営基準】
No サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例

5 訪問介護
訪問介護計画の作
成

サービス提供責任者は，訪問介護計画書の内容について，利用者又はその家族に対して
説明し，同意を得なければならないが，訪問介護員が説明を行っている事例があった。
サービス提供責任者が説明を行い，同意を得ること。

6 訪問介護
訪問介護計画の作
成

居宅サービス計画と訪問介護計画でサービスの頻度等に齟齬があった。
必要に応じて訪問介護計画の変更を行うこと。

7 短期入所療養介護
短期入所療養介護
計画の作成

サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いる際，文書により当該
家族から同意を得ていなかった。
利用者の家族の個人情報を用いる場合は，あらかじめ文書により当該家族の同意を得る
こと。

8
小規模多機能型居宅
介護

秘密保持等

就業規則等において，指定小規模多機能型居宅介護事業者は当該指定小規模多機能型居
宅介護支援事業所の従業者であった者が，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者
又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じていなかった。
指定小規模多機能型居宅介護事業者は当該指定小規模多機能型居宅介護支援事業所の従
業者であった者が，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らすことがないよう，必要な措置を講じること。

9
小規模多機能型居宅
介護

秘密保持等

サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いる際，文書により当該
家族から同意を得ていなかった。
サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同
意を，あらかじめ文書により得ること。

10
小規模多機能型居宅
介護

勤務体制の確保等

職場におけるハラスメントの防止のための措置が講じられていなかった。
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより小規模多機能型居宅介護従業者の就業環境が害さ
れることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じること。

11
小規模多機能型居宅
介護

居宅サービス計画
の作成

居宅サービス計画のモニタリングが行われていない事例があった。
居宅介護支援にあたっては，「福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す
る基準等を定める条例」（平成26年条例第95号）第16条各号の具体的取扱方針に沿って
行うこと。

12
通所リハビリテー
ション

秘密保持等

サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いるにあたり，当該家族
の同意が得られていなかった。
利用者の家族の個人情報をサービス担当者会議等において用いる場合は，あらかじめ文
書により当該家族の同意を得ること。

13 地域密着型通所介護 秘密保持等

サービス担当者会議等において，利用者及び利用者の家族の個人情報を用いるにあた
り，利用者及び当該家族の同意が得られていなかった。
利用者及び利用者の家族の個人情報をサービス担当者会議等において用いる場合は，あ
らかじめ文書により利用者及び当該家族の同意を得ること。

２０２２年度（令和４年度）運営指導における文書指摘事項等について

　　福山市内で，令和４年度の運営指導等で指導や助言等を行った事項のうち，主なものを記載しました。
　　今後の事業の適切な運営のために参考としてください。
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No サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例

14 居宅介護支援 秘密保持等
サービス担当者会議等において，利用者の家族の個人情報を用いる際，文書により当該
家族から同意を得ていなかった。
利用者の家族の個人情報を用いる場合は，文書により当該家族の同意を得ること。

15 居宅介護支援 記録の整備

居宅サービス計画の変更にあたり，当該計画の変更が必要な状況等は把握していたが，
アセスメントの結果及びサービス担当者会議の記録が残されていない事例が見受けられ
た。
居宅サービス計画を作成する際は，原則として課題分析標準項目を具備する課題分析を
行った結果及びサービス担当者会議の記録について完結の日から２年間保存すること。

16 居宅介護支援
指定介護居宅支援
の具体的方針

居宅介護支援費を請求した月のモニタリングの記録がない事例が見受けられた。
モニタリングの実施に当たり，介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し，利用者
に面接していない場合又はモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続す
る場合には，特段の事情のない限り運営基準減算に該当するため，自己点検のうえ介護
報酬の過誤調整を行うこと。

17 居宅介護支援
指定介護居宅支援
の具体的方針

居宅サービス計画（第６表及び第７表）は作成されていたが，文書により利用者の同意
が得られていない事例が確認された。
居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合は，運営基準減算に該当するため，自
己点検を行い，介護報酬の過誤調整を行うこと。

18 居宅介護支援
内容及び手続の説
明及び同意

指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ利用者に対して，①利用者は複数の
指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること，②利用者は居宅
サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが
できることについて，内容が不十分なため文書を交付して説明を行っていると認められ
ない事例が確認された。当該説明等を行っていない場合は，運営基準減算に該当するた
め，契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで介護報酬の過誤調整を行う
こと。
　また，初回加算を算定している場合は，併せて当該加算の過誤調整を行うこと。

19 介護老人保健施設
施設サービス計画
の作成

要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議を開催していなかった。
入所者が要介護更新認定を受けた場合はサービス担当者会議の開催，担当者に対する照
会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者から，専門的な見地か
らの意見を求めること。

No サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例

20 訪問介護 初回加算

初回加算について，サービス提供責任者が同行訪問した記録がなく，要件を満たすか確
認できない事例があった。
初回加算について，新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して，サービス提供責任
者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場
合又はその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月
に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に，加算されるもので
あるため，算定要件を満たしていないものについては，自己点検の上，介護報酬の過誤
調整をすること。

21
小規模多機能型居宅
介護

認知症加算

認知症加算（Ⅱ）について，算定要件となる認知症高齢者の日常生活自立度を満たして
いない事例が見受けられた。
当該加算の算定事例について自主点検を行い，算定要件を満たさないものは介護報酬の
過誤調整を行うこと。

22 介護老人保健施設
所定疾患施設療養
費

所定疾患施設療養費（Ⅰ）について，診療録に診断名が記載されていない事例が認めら
れた。
診療録には，診断，診断日，実施した投薬，検査，注射，処置等の内容等を記載し，当
該記載がない事例については，介護報酬の過誤調整を行うこと。

23 居宅介護支援 退院・退所加算

退院・退所加算（Ⅰ）ロについて，カンファレンスの構成要件を満たさない場合に算定
している事例が認められた。
当該加算の算定事例について自主点検を行い，算定要件を満たさないものは介護報酬の
過誤調整を行うこと。

24 居宅介護支援 退院・退所加算

退院・退所加算（Ⅱ）ロについて，カンファレンスの構成要件を満たさない場合に算定
している事例が認められた。また，退院・退所加算（Ⅱ）イで算定すべきところを誤っ
て退院・退所加算（Ⅰ）ロで算定している事例が認められた。
当該加算の算定事例について自主点検を行い，算定要件を満たさないものは介護報酬の
過誤調整を行うこと。

25 居宅介護支援 退院・退所加算

退院・退所加算（Ⅰ）イについて，アセスメント，サービス担当者会議は行われている
が，退院時において入院前と状況の変化はないとの理由で，居宅サービス計画の作成を
していない事例が認められた。
当該加算は，退院時に居宅サービス計画の作成をしていることが算定要件となるため，
算定要件を満たしていないものについては，自己点検の上，介護報酬の過誤調整をする
こと。

【介護報酬関係】



No サービス種別 基準項目 指摘の対象となった具体的事例

26 居宅介護支援
入院時情報連携加
算

入院時情報連携加算（Ⅰ）について，利用者が転院した際に，入院日から起算して3日
を超えて情報提供を行っていたにもかかわらず，算定している事例が認められた。
転院は入院の継続とみなすため，起算日は最初の入院日であり，転院日は起算日ではな
いため，算定要件を満たしていないものについては，自己点検の上，介護報酬の過誤調
整をすること。

27 居宅介護支援
入院時情報連携加
算

入院時情報連携加算（Ⅰ）は，利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に，当
該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定す
るものであるが，入院してから４日経過して情報提供を行った事例に算定されていた。
利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に，当該病院又は診療所の職員に対し
て当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定するものであるため，自己点検の
上，介護報酬の過誤調整を行うこと。

28 居宅介護支援 居宅介護支援費

居宅介護支援費の算定にあたっては，指定居宅介護支援事業者が利用者に対して指定居
宅介護支援を行った場合に算定できるものである。
当該指定居宅介護支援事業者において，暫定プラン作成時に同行訪問によるアセスメン
トの未実施，担当者会議への不参加等，包括支援センターとの適切な連携が図られてお
らず，当該指定居宅介護支援事業者が利用者に対して指定居宅介護支援を行ったとは認
められない状況であったにも関わらず，居宅介護支援費を算定している事例が見受けら
れた。該当する期間については，居宅介護支援費を算定できないため，自己点検の上，
過誤調整を行うこと。

29 短期入所療養介護

介護老人保健施設
における短期入所
療養介護費

緊急短期入所受入
加算

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
について（第12報）」（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
ほか連名事務連絡）で示された請求単位数の特例は，令和３年３月サービス提供分を
もって廃止となっているところであるが，廃止後にも当該特例を適用し，算定している
事例が確認された。同様の事例の有無について自己点検を行い，過誤調整すること。



文書指摘事項の補足

１

２

３

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの

（例：指摘件数が多い，多額の過誤調整が必要）

文書指摘には至っていないが，要件の理解が不十分な
事業所が多く見受けられたため，留意していただきた
いもの

問い合わせの多いもの

次の について，次項より記載していますので，ご
確認ください。

この補足資料のなかで使用する通称

通称 書籍の名称 ポイント

青本
令和3年4月版 介護報酬の解釈
１単位数表編

報酬告示と，関係告示の抜粋，留意事項
通知が見開き３段で分り易く掲載されて
います。

赤本
令和3年4月版 介護報酬の解釈
２指定基準編

基準省令と解釈通知が１ページの左右で
対照できるよう配置されています。

緑本
令和3年4月版 介護報酬の解釈
３ＱＡ・法令編

Q&Aや関係告示，関係通知が掲載されて
います。

１ ２ ３

f10340
スタンプ



家族の個人情報を用いる
場合の同意

全サービス（施設サービスを除く）

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの ①

各サービス種別の基準省令「秘密保持等」の項目（赤本参照）において，次のように定めら
れています。

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家
族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければ
ならない。

ＣＨＥＣＫ

０２ 家族の代表から同意を得ていますか。

特に家族が遠方の場合，要支援の利用者等で契約を本人が行ったケースでは，家族
の個人情報を共有することに対し，家族から同意を得ていないケースが散見されて
います。
個人情報を共有する家族の代表から，同意を得てください。
家族一人ひとりから同意を得ることが望ましいですが，基準上は，家族の代表から
包括的に同意を得ることで足りるとされています。
なお，身寄りがない等，家族の個人情報を共有しない場合は同意を得る必要はあり
ません。

ＣＨＥＣＫ

０１ 同意欄が「代理人」となっていませんか。

「代理人」は利用者の代理であり，家族として同意を得ていることにはなりません。
「家族」として同意を得るように様式を変更する必要があります。



身体拘束廃止未実施減算

（密着）特養，老健，介護療養型，医療院，グループホーム，特定施設

身体拘束廃止未実施減算については，施設において身体拘束等が行われてい

た場合ではなく，次の①～④に該当した場合に減算される

ものです。（青本・赤本参照）

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの ②

身体的拘束等を行う場合には，その様態及び時間，その際の入所者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。とされています。

月ごとの記録ではなく，拘束の都度（毎日）記録が必要です！

１ 身体拘束等を行う場合の記録を行っていない

国の新型コロナの臨時的な取扱いにおいても頻度の緩和は示されて
いません。開催方法は問いませんので，年４回ではなく，必ず３月に１
回以上，開催してください。また，開催したことが分かるよう，記録してく

ださい。
なお，拘束の事例が無い場合も必ず３月に１回以上，開催が必要です。

２ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会を３月に１回以上開催していない

国（解釈通知）において示されている項目を盛り込んでください。

３ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない

年に２回に加え，新規採用時には必ず実施してください。

４ 身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を

実施していない



施設サービス計画について

施設サービス

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの ③

基準省令「施設サービス計画の作成」の項目（赤本参照）において，次のように定められて
います。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施

設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地か
らの意見を求めるものとする。

(1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

施設において，計画の見直し頻度を3月に1回等としてい
ても，更新・区分変更があった場合は，その時点におい
て，サービス担当者会議の開催が必要です。

所定疾患施設療養費
老健

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの ④

告示（青本p1010）において，次のように定められています。

(1) 診断，診断を行った日，実
施した投薬，検査，注射，処置
等（近隣の医療機関と連携し実
施した検査等を含む。）の内容

等を診療録に記載しているこ

と。

左記の内容が医師の記録として診
療録に記載されていることが必要
です。例え看護記録等から診断名
が明らかであっても，診療録に記
載がない場合は算定できません。



契約時の説明・同意

居宅介護支援事業所

文書指摘事項のうち，特に注意が必要なもの ⑤

平成３０年度及び令和３年度の制度改正において，居宅介護支援の提供の開始に際し，
あらかじめ説明を行い，理解を得なければならない事項が定められています。
これまで，通知及び集団指導にて，繰り返し注意を促してきたところですが，理解が
不十分な事業所が見受けられます。
運営基準減算となった場合は，多額の過誤調整が必要となる可能性が高いため，今一
度，確認をお願いします。

これまでの通知の掲載場所

市介護保険課ＨＰ ＞ 事業者の方はこちら ＞ 基準条例等 １基準条例・介護報酬改
定・Ｑ＆Ａ・通知 ＞ ３事業所・施設通知

● 2018年度(平成30年度)介護報酬改定における契約時の説明等について(再周知)

【別紙1】参考条例等
【別紙2】2018年度(平成30年度)介護報酬改定における契約時の説明等についての
チェックリスト
【別紙3】内容が不十分な事例

● 2021年度(令和3年度)介護報酬改定における契約時の説明等について（通知）

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/59166.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/188628.pdf


福 介 護 第 4 0 8 号 

2 0 2 0 年 (令 和 2 年 ) 1 0 月 3 0 日 

 

指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

福 山 市 長 

(保 健 福 祉 局 長 寿 社 会 応 援 部 介 護 保 険 課 ) 

 

 

2018年度(平成 30年度)介護報酬改定における契約時の説明等について(再周知) 

 

 

平素より本市福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき，感謝申しあげます。 

さて，2018 年度(平成 30 年度)の介護報酬改定により，ケアマネジメントの公正中立性と利用

者の意思に基づいた契約であることを確保するために， 

指定居宅介護支援事業者は，2018年(平成 30年)4月以降に契約した利用者（利用申込者又は

その家族）に対して，指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ， 

①利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

②利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め

ることができること 

等につき十分説明を行わなければならなくなりました。 

この内容を利用者に説明を行うに当たっては，理解が得られるよう，文書の交付に加えて口頭

での説明を懇切丁寧に行うとともに，それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なけ

ればならなくなりました。 

このことについては，2018年(平成 30年)3月の集団指導において周知し，6月には通知を発出，

12 月には居宅介護支援事業所向けの説明会において周知してきました。さらに，2020 年(令和 2

年)3月には集団指導に係る配布資料の補足資料にて再周知を行いました。繰り返しの周知にも関

わらず，今なお実地指導等において，文書の内容が不十分であったり，文書を交付して説明を行

っていないため，運営基準減算となった事例が発生しています。運営基準減算の遡及適用により

初回加算･特定事業所加算も併せて減算になることにより，数百万円の過誤調整が発生した事例も

ありました。 

これらの経過を踏まえて，改めて周知いたします。各事業所において，契約時の説明等につい

て，今一度，別紙 1｢参考条例等｣･別紙 2｢2018年度(平成 30年度)介護報酬改定における契約時の

説明等についてのチェックリスト｣･別紙 3｢内容が不十分な事例｣を参考に御確認ください。別紙 2

のチェックリストで，全てにチェックが入らない場合は，改善してください。 

 

 

 

 

 

 

(問い合わせ先) 

福山市保健福祉局 

長寿社会応援部介護保険課 

事業者指導担当 

TEL:084‐928‐1232 



【別紙 1】参考条例等 

 

○福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成 26 年条例

第 95号)抜粋 

 

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成 11年老企第 22号)抜粋 

 「解釈通知」 

第 2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

3 運営に関する基準 

(1) 内容及び手続きの説明及び同意 

～中略～ 

居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サー

ビス事業者等の紹介を求めることや，居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事

業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行わなければなら

ない｡なお，この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに当たっては，理解が得られるよ

う，文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに，それを理解したことについ

て必ず利用申込者から署名を得なければならない｡ 

 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス，居宅療養管理指導

及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について(平成 12年老企第 36号)抜粋 

 「留意事項通知」 

第 3 居宅介護支援費に関する事項 

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

～中略～ 

(1) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ利用者に対して， 

･利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

･利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を

求めることができること 

について文書を交付して説明を行っていない場合には，契約月から当該状態が解消される

に至った月の前月まで減算する｡ 

 

※全文は，本市や厚生労働省のホームページ等で御確認ください｡ 

 「基準条例」 

第 3章 運営に関する基準 

(内容及び手続の説明及び同意) 

第 7条 

2  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サ

ービス計画が第 3 条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき

説明を行い、理解を得なければならない｡ 



【別紙 2】2018年度(平成 30年度)介護報酬改定における契約時の説明等についてのチェックリスト 

 

 

 

 

○注  

●全てにチェックが入らない場合，直ちに利用者に次の 1･2につい

て記載された文書(※)を交付して説明し，同意の署名を得ている

ことが客観的に分かる記録を保存してください｡ 
※文書は，契約書や重要事項説明書等に限らず，それらとは独立したものでも差し支え

ありません。 
●次の 1･2について，全く同じ文言でない場合，事業所の責任にお

いて，次の 1･2と同旨であるか確認してください｡ 

●2018 年(平成 30 年)4 月より前の月に契約を結んでいる利用者に

ついては，次のケアプランの見直し時に説明を行ってください｡ 

 

 

1 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる

ことについて 

文書に｢利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが

できる｣との主旨の記載があるか｡ 

 

主語が｢利用者｣になっているか｡主語が｢介護支援専門員｣･｢事業者｣等となってい

ないか｡ 

 

2 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を求めることができることについて 

文書に｢利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選

定理由の説明を求めることができる｣との主旨の記載があるか｡ 

 

主語が｢利用者｣になっているか｡主語が｢介護支援専門員｣･｢事業者｣等となってい

ないか｡ 

 

3 説明，記録について 

2018年(平成 30年)4月以降に契約した利用者について， 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し，文書を交付してあらかじめ説明し，同意

の署名を得ていることが客観的に分かる記録を保存しているか｡ 

 

上記 1･2の 2点について，網羅して説明しているか｡ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



【別紙 3】内容が不十分な事例 

 

事例 不十分な理由 

文書(※1)に次のことについてのみ記載さ

れている。 

 

「利用者は複数の指定居宅サービス事業者等

を紹介するよう求めることができる。」 

 

文書に記載が必要である 2つの内容(※2)の

うち一方しか記載されていない。 

 

 

 

 

 

 

文書に次のことについてのみ記載されてい

る。 

 

「利用者は居宅サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス事業者等の選定理由の説明

を求めることができる。」 

 

文書に次のように記載されている。 

 

「複数の指定居宅サービス事業者等を紹介し

ます。」 

 

「居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービス事業者等の選定理由の説明を利用者

またはその家族へ行います｡」 

 

主語がなく，利用者の権利であることが明

確に記載されていない。 

 

 

 

 

文書に次のように記載されている。 

 

「介護支援専門員は，複数の指定居宅サービ

ス事業者等を紹介します｡」 

 

「介護支援専門員は，居宅サービス計画に位

置付けた指定居宅サービス事業者等の選定

理由の説明を利用者またはその家族へ行い

ます｡」 

 

主語が介護支援専門員となっており，利用

者の権利であることが明確に記載されていな

い。 

 

 

 

 

※1文書は，契約書や重要事項説明書等に限らず，それらとは独立したものでも差し支えありません。 

※2文書に記載が必要である 2つの内容は次のとおりです。 

①利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

②利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができ

ること 



福 介 護 第 7 0 1 号 

2 0 2 1 年 (令 和 3 年 ) 3 月 3 1 日 

 

指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

 

福 山 市 長 

(保 健 福 祉 局 長 寿 社 会 応 援 部 介 護 保 険 課 ) 

 

2021年度(令和 3年度)介護報酬改定における契約時の説明等について（通知） 

 

平素より本市福祉行政の推進に御理解と御協力をいただき，感謝申しあげます。 

さて，2021年度(令和 3年度)の介護報酬改定により，ケアマネジメントの質の向上と公正中立

性の確保するために「居宅介護支援事業者が，居宅介護支援の提供の開始に際し，あらかじめ，

説明すべき事項」が次のとおり変更されました。 

 

【2021年 3月末まで(現行)】 

(1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

(2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求

めることができること 

 

 

【2021年 4月以降】 

(1)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

(2)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求

めることができること 

(3)前 6 月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のう

ちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前 6月間に当該指

定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等

ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者に

よって提供されたものが占める割合 

 

また，これに関する次のような具体的な取扱いが介護保険最新情報 Vol.952(国 Q&AVol.3)に詳

述されておりますので，御確認ください。 

・「割合」の小数点以下の端数処理の方法 

・「割合」の説明方法や重要事項説明書等に記載すべき別紙の例示 

・「割合」を 2021年 4月中に利用者に示すことが困難な場合の取扱い 

・2021年 3月 31日以前に契約を結んでいる利用者についての対応 等 

 

2018 年度(平成 30 年度)の報酬改定により上記(1)(2)に運営基準減算が設定された際には，市

内の多くの事業所で多額の過誤が発生しました。各事業所において，関係法令・通知等を再度御

確認いただき，適切に対応いただきますようお願いします。また，今後，国より発出される Q&Aに

ついては，適宜御確認ください。 

  福山市 介護保険課 事業者指導担当 

電話:084-928-1232 



【別紙 1】補足説明 

 

○「同一事業者によって提供されたものの割合」について 

・介護保険最新情報 Vol.952(国 Q&AVol.3)の問 111 のとおり，「前 6 か月間に作成したケアプ

ランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち，同一事業所によって

提供されたものの割合」を示します。法人ごとに割合を出す特定事業所集中減算と取扱いが

異なるため御留意ください。 

 

○「訪問介護等」以外のサービスを利用する利用者について 

・利用するサービスに関わらず，全利用者に対して文書の交付及び説明をし，同意を得る必要

があります。 

 

○「前 6月間」について 

・直近の前期（3月 1日から 8月末日），または，後期（9月 1日から 2月末日）の期間が対象

となります。必ず直近の期間の割合を示してください。 

【前 6月間の具体例】 

 2021年 5月 1日契約の場合 → 2020年 9月 1日から 2月末日までの期間を説明 

 2021年 10月 1日契約の場合→ 2021年 3月 1日から 8月末日までの期間を説明 

✖ 2021年 10月 1日契約の場合→ 2020年 9月 1日から 2月末日までの期間を説明 

 

○参考省令等 

厚生労働省 HPの「令和 3年度介護報酬改定について」にて各省令等を必ず御確認ください。 

省 令 :指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する 

省令 P38-45 

解釈通知:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について P1-20 

報酬告示:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

P81-87 

留意事項通知:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について P62-73 

Q & A :令和 3年度介護報酬改定に関する Q&AVol.3 P69-72  

     ※上記 Q&Aは「介護保険最新情報 Vol.952」と同じ内容です。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


常勤換算について

全サービス共通

文書指摘には至っていないが，留意していただきたいもの ①

１人の従業者で常勤換算が１を超えることはありません！

常勤換算の上限は，事業所において常勤の従業者が勤務する時間数です。

役員（代表取締役）等であっても同様です。

２００時間÷１６０時間＝常勤換算１.２５

この場合でも常勤換算は １ ‼

例）
従業者Ａさんが1月に２００時間勤務。
事業所において常勤の従業者が勤務する時間数が１６０時間の場合

口腔・栄養スクリーニング加算

通所系，（看護）小規模多機能，グループホーム，特定施設

文書指摘には至っていないが，留意していただきたいもの ②

告示（青本参照）において，次のように定められています。

利用開始時及び利用中6月ごとに
利用者の口腔の健康状態につい
て確認を行い，当該利用者の口

腔の健康状態に関する情報（中

略）を当該利用者を担当する
介護支援専門員に提供してい
ること。

担当ケアマネジャーに情報提供す
ることまでが告示要件です。
「情報提供した」ことも記録して
ください（記録の方法は問いませ
ん）。



通院時情報連携加算

居宅介護支援事業所

文書指摘には至っていないが，留意していただきたいもの ③

告示（青本p866）において，次のように定められています。

注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護

支援専門員が同席し，医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活

環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに，医師等

から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で，居宅サービ

ス計画に記録した場合は，利用者１人につき１月に１回を限度として

所定単位数を加算する。

ＰＯＩＮＴ

医師とケアマネジャーの双方向で情報提供している場合に算定できま

す。医師からの情報のみを記録するのではなく，ケアマネジャーか
ら医師に提供した情報についても支援経過（第５表）へ記録
する必要があります。



ロングショートについて

短期入所生活介護

問い合わせの多いもの ①

1月1日～1月15日までＡ事業所を利用。
1月15日にＡ事業所を退所し，同日にＢ事業所に入所。
1月15日～2月28日までＢ事業所を利用。

・Ａ事業所：Ａ短期入所生活介護事業所，Ｂ事業所：Ｂ短期入所生活介護事業所
・Ａ事業所とＢ事業所は同一敷地ではない。
・ 1月1日から2月28日までの間，一度も帰宅していない。

福山市ではロングショートとなることに対し，届出等は求めていません。
必要性を十分検討したうえで，経過や理由，検討内容を支援経過等に記録し
ておいてください。

届
出

利用する事業所が同一敷地でない場合は，入所日と退所日の両方を含む
（算定）ことができます。（青本p129）

１ 同日に２事業所を利用することについて

短期入所生活介護というサービス種別に対するものなので，1月15日でリ
セットにはなりません。
また，1月15日にＡとＢの2事業所でそれぞれ算定する場合，2日分のカウント

となるため，31日目は（通常より1日早い） 1月30日になります。

２ ３１日目の自費（※）について

※告示 注17 （青本p398）

利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては，30日を超える日
以降に受けた指定短期入所生活介護については，短期入所生活介護費は，算定しない。

例

利用する事業所が同一敷地でない場合は，事業所ごとにカウントするため，
1月15日でリセットされ，Ｂ事業所の31日目の利用日である2月14日から減算と
なります。

３ 長期利用者に対する減算
※利用者等告示 二十二（青本p398）

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所（中略）している場合であって，指
定短期入所生活介護を受けている利用者



介護保険課への基準・加算等の質問について

令和4年4月1日より，質問内容を正確に把握し，適切かつ一義的に回答することを目的として，人員・

運営基準，請求・加算の内容に関する質問は，原則，本市介護保険課ホーム
ページの質問フォームで受付けていますので，御協力をお願いします。

■質問フォームで受け付ける質問の例
• 人員，運営基準に関すること
職員の人員基準，兼務の可否について（※１）
ケアプラン等の計画に関すること

• 請求，加算に関すること
変更届の提出〆切，添付書類について（※１）
体制届の提出〆切，添付書類について（※１）
提出書類の書き方
日割りについて（※１）
同日の複数サービス利用について（※１）
加算・減算の要件に該当するかどうか（※１）
令和３年度の制度改正について（※１）

■電話📞で受け付ける質問の例
• 個人を特定しなければ質問できないもの
• 虐待に関すること

• 新型コロナウイルス感染症の臨時的取扱いに関
すること

■留意事項１
• 質問日から３開庁日を基準に原則メールで回答します。請求日前だから等の理由のみでは電話で受付又
は即日回答して欲しいという要望にはお答えしかねます。

• 質問内容によっては，国その他関係機関へ照会したうえでの回答となります。回答までに時間を要する場
合がありますので，余裕をもって質問してください。

• 本市ホームページにある「お問い合わせフォーム」とは異なります。「お問い合わせフォーム」からの御質問
には時間を要する場合がありますので，ご注意ください。

• 公開・共有することがふさわしいもの（質問の多いもの等）は本市HPに掲載します。

■事業所のメリット
• 回答に当たり，根拠となる資料をお示しできるの
で，なぜ良いのか・ダメなのかより理解が深まる。

• 質問の履歴が残る。
• 事業所内等で，回答の情報共有が容易になる。

■質問フォームはこちら
• 市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞基準
条例等 １基準条例・介護報酬改定・Q&A・通知

＞４介護保険課への基準・加算等の質問につい
て

• https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/
kaigo/253266.html

①介護保険課ホームページの質問フォームから質問

事業所・施設

②介護保険課からメールで回答

市介護保険課

■留意事項２
• １回のフォーム入力につき，質問は１件ずつとしてください。
• 質問内容は可能な限り詳細に記入してください。
• サービス種別は正確に選択してください。
• 加算の名称，用語は正確に記入してください。

例：✖デイの栄養の加算➡ 通所介護の栄養改善加算 or 栄養アセスメント加算
• 特定できる範囲で，根拠資料の名称やページを記入してください。

例：令和3年4月版赤本の●●ページ
• 次のような質問にはお答えしかねる場合があります。基準条例等を確認した上で質問してください。

根拠が不明瞭なこと 「何かで見た」「他の事業所から聞いた」
曖昧な質問 「加算の要件を教えてほしい」

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/253266.html


◆職員の人員基準，兼務の可否について
各サービス毎の人員基準については，介護報酬の解釈 ２指定基準編（通称：赤本）に記載されています。
厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。
 厚生労働省HP＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介護サービ
ス関係Q&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

◆変更届の提出〆切，添付書類について
本市HPを御確認ください。添付書類一覧表を掲載しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞届出等様式集 ４変更届等
 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63282.html

◆体制届の提出〆切，添付書類について
本市HPを御確認ください。添付書類一覧表を掲載しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞届出等様式集 ６介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出（体制届）

 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63284.html

◆日割りについて
厚生労働省の通知がWAMNETに掲載されています。
 WAMNET＞介護＞システム関連＞国保連インターフェース＞介護保険事務処理システム変更に係る
参考資料（確定版）（令和３年３月３１日事務連絡）＞Ⅰ介護報酬改定関係資料＞資料９

 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010

◆同日の複数サービス利用について
介護報酬の解釈 １単位数表編（通称：青本）の「通則」に記載されています。

◆加算・減算の要件に該当するかどうか
介護報酬の解釈 １単位数表編（通称：青本）に留意事項も含めて記載されています。
厚生労働省のQ&Aも参考にしてください。
 厚生労働省HP＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞介護サービ
ス関係Q&A

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

◆令和３年度の制度改正について
本市HPに特設ページを開設しています。Q&Aも掲載しています。
 本市介護保険課HP＞事業者の方はこちら＞２０２１年度（令和３年度）介護報酬改定関係特設ページ
 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/218846.html

まずは，資料を確認してください。

資料の名称やページを記入したうえで，表面の留意事項１及び留意事項２に留意し
質問フォームにて質問してください。

※１

それでも解決しない場合は，

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63282.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/63284.html
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7887&ct=020050010
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/218846.html


電子申請のご利用案内 
 

● 介護保険事業者事故報告 

● 介護給付費過誤申立 

● 運営指導等に係る書類提出 

● 介護保険被保険者証等再交付申請 

● 介護保険住所地特例対象施設入所（居）・退所（居）連絡 

 

＼＼これらすべて，インターネット上で行えます！／／ 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひご利用を御検討ください。☞ 福山市 電子申請 検索 🔍 

資料 5 



２０２２年度（令和４年度） 

介護サービス事業者説明会（集団指導） 

受講報告用 

 

キーワードは 

「電子申請」 

です。 

 

受講報告はこちらから↓ 
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp
/ques/questionnaire.php?openid=688 

 

受講報告受付期間： 

2023年 4月 7日(金)まで 

 
電子申請とは？ 

各種行政手続きの一部を，インターネット上で行えるようにしたものです。 

これにより，利用者の方は２４時間いつでも，ＰＣやスマートフォンのインタ

ーネットを通じて，手続きの申込みを行うことができます。 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ques/questionnaire.php?openid=688
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ques/questionnaire.php?openid=688


事故報告書 

 

❶ 提出方法，電子申請のおすすめ  

提出方法は，持参，郵送又は電子申請です。個人情報保護の観点からＦＡＸ，メールによる提出はできません。 

電子申請はインターネット上で入力と提出が完了するシステムです。操作方法も簡単で，どなたでもご利用い

ただけます。添付の「電子申請リーフレット」をご覧いただきご利用をご検討ください。 

❷ 202２年度（令和４年度）事故報告種別別件数  

 

❸ 202２年度（令和４年度）事故報告診断内容別件数  

 
 

電子申請リンク❒ 電子申請御案内❒ 様式❒ 記入例❒ 指針❒ ＨＰ掲載場所❒ 

      

 

資料 6 

https://s-kantan.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8215
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204266.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204256.docx
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204257.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/204258.pdf
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/1115.html


介護保険事業者等事故報告書 ☐第１報 ☐第（  報） ☐最終報告 
 

福山市長 様 提 出 日： 2021 年 8 月 24 日 

（介護保険課） 報 告 者 名： 福山 花子 

 電 話 番 号： 084-928-1232 

次により報告します。 第１報報告書提出日： 2021 年 8 月 17 日 
 

１事故状況 

事故状況の程度 
☐受診（外来・往診），自施設で応急処置 ■入 院（ およそ 30 日） 

☐死亡（年月日：   ） ☐その他（  ） 
 

２事業所の概要 

事業所・施設等名 通所介護ふくやま 

事業所番号※１ 1234567890 法人名 株式会社東桜 

サービス種別 通所介護 

事業所所在地 
福山市 東桜 町  丁目 ３ 

番地 
番 

５ 
 

号 

（方書）  

※１ 特定施設でない有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅，軽費老人ホーム及び養護老人ホームは空欄でかまいません。 

 

３対象者 

氏名 介護太郎 性別 ■男性 ☐女性 年齢 ８２ 

被保険者番号※２ 9876543211 生年月日 昭和 １４ 年 8 月 1 日 

保険者※２ ■福山市 ☐その他（自治体名：  ） 

サービス提供開始日 西暦 ２０２１ 年 4 月 2 日  

利用者の住所 

☐事業所所在地と同じ ■その他（下欄に住所を記入） 

福山市 駅家 町 倉光 丁目 ３７ 
番地 
番 １ 

 
号 

（方書）  

要介護度 ☐要支援（    ） ■要介護（ １ ）  ☐自立 

認知症高齢者 
日常生活自立度※２ ■Ⅰ ☐Ⅱａ ☐Ⅱｂ ☐Ⅲａ ☐Ⅲｂ ☐Ⅳ ☐Ｍ 

※２ 特定施設でない有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅，軽費老人ホーム及び養護老人ホームであって，各項目が不

明な場合は，空欄でかまいません。保険者が福山市以外の場合は，当該保険者に対しても報告してください。 

４事故の概要 

発生日時※３ 西暦 2021 年 8 月 13 日 14 時 10 分頃 

発生場所 

☐居室（個室） ☐居室（多床室） ☐トイレ  ☐廊下  ☐食堂等共用部 

■浴室・脱衣室 ☐機能訓練室   ☐施設敷地内の建物外 ☐敷地外 

☐その他（  ） 

事故の種別 

■転倒   ☐転落   ☐異食     ☐誤嚥・窒息   ☐誤薬，与薬もれ等 

☐医療処置関連（チューブ抜去等） ☐離設 ☐不明 

☐その他（  ） 

発生時状況， 

事故内容の詳細 

手引き歩行にて脱衣所から洗い場に移動し，浴室内のイスに掛けてもらおうとした

ところ，床が濡れていたため，滑って右半身を下にするようにして転倒された。 

その他特記すべき事項  

※３ ２４時間表記で記入してください。不明の場合は発見日時を記入してください。 

記載例 

・事故や怪我の程度等により，直ぐにすべての欄を記入することが可能な場合は，☑第1報☑最終報告

の同時提出が可能です。（例えば，事故発生時に入院となるが，すでに退院が見込まれている等） 

・長期入院の場合は，速やかに第 1報を提出し，その後状況の変化等必要に応じて追加の報告をしてく

ださい。退院（見込みでも可）後，すべての欄を記入し最終報告を提出してください。 

第 1報・・事故発生後 5日以内を目安に報告

してください。 

第〇報・・状況の変化等必要に応じて追加の

報告をしてください。 

最終報告・・7，8，9欄について作成次第報告

してください。 

頭の 0は記入不要です。 

例：保険証の番号 0000123456 記入 123456 



５事故発生時の対応 

発生時の対応 

すぐに他のスタッフを呼び，二人体制で脱衣所の長椅子に移動した。外傷は確認で

きなかったが，本人より「右足が痛い」との訴えがあったため，看護師が確認し，

翌日病院を受診することとした。事故発生後すぐに，キーパーソンである長女様

に，転倒の状況と病院を受診する事を報告した。 

受診方法 
☐施設内の医師（配置医含む）が対応 ■受診（外来・往診） ☐救急搬送 

☐その他（  ） 

受診先 
医療機関名 ○○病院 

連絡先（電話番号） ０８４－×××－×××× 

診断名 右大腿骨転子部骨折 

診断内容 
☐受傷，異常等なし  ☐切傷・擦過傷  ☐打撲・捻挫・脱臼   

■骨折（部位： 右大腿骨転子部骨折 ）☐その他（  ） 

検査，処置等の概要 一週間後に手術（骨接合術）の予定 

 

６事故発生後の状況 

利用者の状況 受診後，そのまま入院となった。退院後の老健入所等について検討中。 

報告した家族等の続柄 ☐配偶者 ■子，子の配偶者 ☐その他（  ） 

家族等への報告年月日 西暦 2021 年 8 月 13 日 

連絡した関係機関※４ 

他の自治体（自治体名：  ） 

警 察（警察署名：  ） 

そ の 他（名 称：  ） 

本人，家族，関係先への 

追加対応予定 
 

損害賠償等の状況 
■無 ☐調整中 

☐有（対応内容を具体的に記入：  ） 

※４ 連絡した場合のみ記入してください。 
 

７事故の原因分析（本人要因，職員要因，環境要因の分析）※５ 

普段はスタッフ二人で入浴介助を行っていたが，別の業務の対応に追われていたため，今回は一人で介助したとこ

ろ，支えきれなかった。また，普段は浴室床が濡れていないよう拭かれていたが，今回は濡れたままだった。 

※５ できるだけ具体的に記入してください。 
 

８再発防止策（手順変更，環境変更，その他の対応，再発防止策の評価時期及び結果等）※５ 

二人体制での入浴介助ができるよう，他の業務と時間をずらす等調整する。床の水の拭き取りを徹底する。 

 

※５ できるだけ具体的に記入してください。 

９その他特記すべき事項 

 

 
■第１報は，少なくとも１から６までについては可能な限り記載し，事故発生後速やかに，遅くとも５日以内を目安に提出してく

ださい。■最終報告は，事故処理が終了した後，内容を利用者又は家族に説明し確認してもらった上で提出してください。■選択

肢については該当する項目をチェックし，該当する項目が複数ある場合は全て選択してください。■提出方法は，持参，郵送又は

電子申請のみです。■ＦＡＸ又は電子メールによる提出はできません。■電子申請については，本市ホームページから御確認くだ

さい。■感染症，食中毒発生の際の報告書は，別様式となります。 

2021-介護-380  A4 

「見守りの強化」等ではなく，事業所内で検討した事故の原因分析，再発防止

策を具体的に記入してください。 

 

各事業所・施設から提出された事故報告書は，情報開示請求の対象となり，開示された事故

報告書の内容によっては，訴訟にまで発展するケースがあります。丁寧な記載をお願いします。 

実際に大きなトラブルとなった具体例やその原因 

・開示された事故報告書の内容と家族等が受けた説明の内容が異なる。 

・事故報告書が遅れて提出された。または，報告対象となる事故にも関わらず提出がない。 

・事業所の認識と家族等の認識の違い。（事業所は家族に説明し，納得していただいたと感じ

ている。一方，家族は事業所から説明を受けていないまたは説明不足と感じている。） 

・普段からの適切な情報把握と記録が出来ていないため，発生した事故について虐待が疑わ

れる。（薬や加齢に伴う表皮剥離や内出血等） 



電子申請

・介護保険被保険者証等再交付申請
・介護保険事業者事故報告
・介護給付費過誤申立
・運営指導等に係る書類提出
・介護保険住所地特例対象施設入所（居）・退所（居）連絡

※介護保険課以外の手続きも電子申請で受付けています。

電子申請が可能な介護保険課の手続き

各種行政手続きの一部を，インターネット上で行えるようにし
たものです。
これにより，利用者の方は２４時間いつでも，ＰＣやスマート
フォンのインターネットを通じて，手続きの申込みを行うこと
ができます。

電子申請とは？

福山市
介護保険課

●持参の手間，郵送の費用ナシ！

●データの修正，再提出が可能！

●データで保存できるので，紙を削減できる！

●過去５年間(最長)の申請を確認可能！

●申込完了メールが届くので，提出もれの心配ナシ！



■過去に行った申込内容を次の申込み時に引継ぎ可能

過去５年間の申込内容を御確認いただけます。

修正・再申込みも可能です。

電子申請のやり方

入力項目の省略
「申請者名」，「郵便番号・住所」等は，
登録情報から自動入力されます。

申込内容の確認
利用者登録していない場合，申込内容を確認等するには，
各申込毎の整理番号とパスワードを入れて
照会する必要がありますが，利用者登録をすれば，
申込内容を一覧で確認できます。

■利用者登録不要！でも登録するとこんな利点も

福山市 介護保険課

■かんたんに御利用いただけます

手続き選択をする（手続き名検索例：「介護」🔍）

利用者登録をしていない場合は，

メールアドレスを入力し，
届いたメールに記載のURLに

アクセス

利用者登録をしている場合は，

ログインする

内容を入力し，申し込みをする

電子申請のページを開く（市ＨＰ内検索「電子申請」🔍）
※トップページ＞「手続き・電子申請」＞「●電子申請」からもアクセスできます。



確認！

も 度

う 一

■利用者・入所者が使用するトイレ（御手洗い）の中の手洗い場に，手洗い用の液体

石けんが設置されていない事業所・施設が多く見受けられます。

事例１）アルコールを設置しているから不要と思っていた。
→ノロウイルスなど，アルコールによる消毒効果が弱い場合もあります。手洗
いができるよう，液体石けんを設置してください。

事例２）トイレ内にも手を洗う所はあるが，トイレの外（10歩程度のところ）に手洗い
場があるため，そちらに液体石けんを置いており，大抵の人が外で手を洗っている。

→全員，確実に手洗い場を使っていますか？トイレから手洗い場までの手す

り・ドアノブ等は定期的に消毒していますか？トイレ内にも液体石けんの設置を
検討してください。

事例３）認知症の利用者が多く，職員が目を離した隙に誤飲したり，収集癖のある
利用者に持ち去られてしまい，設置することができない。

→例えば，壁に取り付けるディスペンサーの活用など，容器の形状や取付け
場所の工夫により設置できないか，再度，検討してください。

手洗いは新型コロナウイルス感染症だけでなく，
様々な感染症対策の基本です。

２０２３年１月 福山市介護保険課

■職員が利用するトイレ（御手洗い）に，液体石けんが設置されていない事業所・施
設も見受けられます。
今一度，設置状況の確認・確実な手洗いの実施をお願いします。



各種届出時における問い合わせ・指摘事項等について 

 

 各事業所・施設におかれましては，必要時に変更届出書や指定更新申請書等を提出していただい

ているところですが，事業所・施設からの各種届出等に関する主な問い合わせや当課からの指摘事

項の内容についてまとめていますので，今後の各種届出時の参考にしてください。 

 

【主な変更点】 

１．提出方法について（2023年（令和 5年）4月 1日提出分から） 

（変更前） 

各種届出，申請は原則窓口又は郵送で提出。 

（変更後） 

変更届，変更許可申請，体制届，廃止・休止届については添付書類を含め原則メールで提出。 

 

２．休止期間を延長する場合の届出について 

（変更前） 

  一度「廃止・休止届出書」を提出し，休止期間を延長する場合は，再度「廃止・休止届出書」を

提出する。 

（変更後） 

  休止期間を延長する場合は，休止延長日の１月前までに介護保険課事業者指定担当へ電話連絡を

する。 

 再度「廃止・休止届出書」を提出する必要はない。 

 

３．職員の異動はあるが運営規程が変更しない場合の取扱いについて 

（変更前） 

  資格が必要な職種の職員が異動等により変更となる場合は，運営規程が変更しない場合でも資格

を確認するため，変更届を提出する。 

（変更後） 

  介護職員及び資格が必要な職種の職員が異動等により変更となった場合であっても，人員の増減

の度に変更届の提出は不要。ただし，年１回以上運営規程を見直し，必要に応じて変更届を提出す

る。 

 ※これまでと同様，管理者，サービス提供責任者，介護支援専門員，計画作成担当者の変更につ

いては，その都度変更届を提出すること。 

 

４．事業所の新規開設・移転・改修工事の事前相談（情報提供書，平面図，付近見取図の提出）につ 

いて 

（変更前）介護保険課への事前相談の期日の定めはなし。 

（変更後）開設予定日，移転予定日の 3か月前の 15日までに事前相談を行うこと。 

 ※新規開設・移転・改修工事については，①介護保険課内の協議だけでなく，他課への確認が必

要であり，書類審査に時間を要するため，②書類審査の結果，平面図等の変更が必要となった

場合，開設や移転が遅れることを防ぐため，期日を設けることとした。 

資料 8 



 

  サービス種別 基準項目 具体的事例 指摘事項 

1 全サービス共通 定義 事業者が「常勤」の解釈を誤ってい

たため，実際には人員基準・加算要

件を満たしていなかった。 

（事例） 

例 1：事業者としては常勤雇用の職

員が同一法人内の通所介護事業所

及び訪問介護事業所で勤務してい

る場合，どちらの事業所においても

常勤として扱っている。 

例 2：介護老人福祉施設及び短期入

所生活介護事業所において，看護体

制加算を算定する場合，算定要件の

職員配置について，それぞれを合計

した勤務時間で要件を満たしてい

ると判断している。 

「常勤」とは，当該事業所における勤務

時間が，常勤の従業者が勤務すべき時間

数に達していることをいうものである。

なお，併設される事業所の職務で，同時

並行的に行うことができるものについ

ては，その勤務時間を含めることができ

る。 

各事業所においては，これを踏まえた上

で，人員基準・加算要件を満たしている

かを判断すること。 

（事例への指摘） 

例 1：法人としては常勤雇用であっても，

複数の事業所で勤務する場合は，それぞ

れ非常勤として取り扱うこと。 

例 2：それぞれのサービスで加算の算定

可否を判断する。そのため，介護老人福

祉施設と短期入所生活介護事業所を兼

務している場合は，時間数を切り分けた

上で要件を満たすかを確認すること。 

2 全サービス共通 報酬請求 職員配置が変更になったことに伴

い，加算要件を満たさなくなってい

たが，それに気がつかず報酬を請求

してしまっていた。変更届出時に判

明し，遡って過誤することになっ

た。 

人員基準・加算要件について，事業者は

常に確認し，遵守すること。 

特に，職員配置が変更になる場合は，留

意し，必要に応じて届出を行うこと。（届

出については別紙①参照） 

3 全サービス共通 報酬請求 職員の配置が変更になったことに

伴い，加算の区分に変更はないが，

加算を算定する職員が変更になっ

た。 

加算の区分が変更になった時のみ体制

届を提出すること。 

4 全サービス共通 変更の届出 運営規程（営業時間，利用定員等）

を変更しているが，期日までに変更

届出書が届け出られていなかった。 

変更の届出が必要な事項について変更

が生じた場合は，変更後 10 日以内に届

け出なければならない。（届出について

は別紙①参照） 

5 全サービス共通 変更の届出 運営規程の「従業者の職種，員数及

び職務の内容」について，何年間も

変更されていない。現在の職員配置

と異なる。 

「従業者の職種，員数及び職務の内容」

について，職員（介護職，看護職等）の

増減の度に変更届出書の届出の必要は

ないが，少なくとも年 1回以上，内容の

見直しを行い，必要に応じて，変更届出

書により届け出ること。 

なお，人員基準を満たす範囲において，

「〇人以上」と記載することも差し支え

ない。 

ただし，管理者，サービス提供責任者，

介護支援専門員，計画作成担当者等，届

出事項に規定されている職種の変更に

ついては，その都度届け出ること。 

6 全サービス共通 届出全般 事業所・施設で技能実習生や特定技

能などの外国人を雇用している。 

外国人を配置する際は，資格種別によっ

て介護報酬上の配置基準の取り扱いが

異なる。（別紙②参照）そのため，届出

時に確認ができるよう勤務表の空白部

分に資格種別と雇用年月日を記載する

ことが望ましい。 

7 全サービス共通 届出全般 事業所・施設に産休・育休・病休な

ど長期の休暇を取っている人がい

る。 

産休や育休など1か月以上の休暇を取る

場合には，付表，運営規程の人数からは

除くこと。また，届出時に勤務表に名前

を記載するかどうかは，事業所・施設の

判断だが，記載する場合は勤務表の空白



にその旨を記載することが望ましい。 

8 全サービス共通 届出全般 職員が育児・介護休業法による育児

の短時間勤務制度や介護の短時間

勤務制度を利用している場合，短時

間勤務職員の「常勤」及び「常勤換

算」の取り扱い 

・「常勤」の取り扱い 

週 30時間以上の勤務で「常勤」と扱う。 

・「常勤換算」の取り扱い 

週 30 時間以上の勤務で常勤換算の計算

上も 1（常勤）として扱う。 

 

また，人員基準において常勤要件が設け

られている場合，職員が産前産後休業や

育児・介護休業等を取得中の期間におい

て，当該人員基準において求められる資

質を有する複数の非常勤職員を常勤換

算することで，人員基準を満たすことが

可能である。 

 

なお，いずれの場合も届出時に勤務表の

空白にその旨を記載することが望まし

い。 

9 介護予防相当訪

問事業，介護予

防相当通所事業 

運営規程，変更

の届出 

「介護予防訪問介護」及び「介護予

防通所介護」が，介護予防・生活支

援サービス事業（以下「事業」とい

う。）に移行されたことに伴い，定

款及び運営規程の変更が必要とな

るが，変更していない。 

定款及び運営規程を早急に変更するこ

と。 

なお，医療法人，社会福祉法人等は，定

款の記載について，法人種別ごとに取扱

いが異なることから，自法人の所管部局

へ確認し，その指示に従うこと。 

営利法人については，例を参考に記載す

ること。 

（例） 

例 1：「介護保険法に基づく第 1号事業」 

例 2：「介護保険法に基づく第 1号訪問事

業」又は「介護保険法に基づく第 1号通

所事業」 

10 訪問介護 訪問介護員等

の員数，勤務体

制の確保等 

訪問介護員と併設住宅の業務を兼

ねている職員について，業務ごとに

勤務実績を記録していない（訪問介

護に携わる時間と住宅で勤務する

時間を合計して記録している）た

め，訪問介護事業所としての人員基

準を満たしているか確認できない。 

住宅のサービスに従事する時間帯につ

いては，訪問介護員として勤務する時間

に含めることができないため，それぞれ

の勤務時間を区分した上で，勤務表を作

成し，それぞれの人員基準を満たしてい

るかを確認すること。 

11 介護予防相当訪

問事業，介護予

防 相 当 通 所 事

業，地域密着型

サ ー ビ ス （ 施

設・居住系を除

く） 

サービス利用 ①本市の被保険者が市外に所在す

る地域密着型（介護予防）サービ

ス事業所を利用する場合 

 

②他市町村（特別区を含む。）の被

保険者が本市に所在する地域密

着型（介護予防）サービス事業所

を利用する場合 

①当該市外事業所は，本市の指定を受け

る必要がある。（別紙③参照） 

 

②当該市内事業所は，当該他市町村の指

定を受ける必要があり，指定に当たっ

ては，本市の同意が必要。（別紙③参

照） 

 

サービスの利用相談があった時には，被

保険者証を必ず確認すること。 

 

 
〇その他連絡事項 
 

① 介護療養型医療施設における「移行計画」の提出について 

 

2021 年度(令和 3 年度)介護報酬改定に伴い，2023 年度末（令和 5 年度末）の介護療養型医療

施設廃止期限までの円滑な移行等に向け，より早期の意思決定を促す観点から，移行に係る計画

を，4月～9月まで及び 10月～翌 3月までの半期ごとに提出していない施設に対して，減算が適



用されます。 

事業者におかれましては，今後も当該計画の提出漏れのないよう，期限までに御提出いただき

ますようお願いいたします。 

なお詳細につきましては，2021年（令和 3年）8月 6日付「移行計画の提出状況について（通

知）」を御確認ください。 

 

② 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じてい

る場合の 3％上乗せ加算に関する届出について 

 

 2021年度(令和 3年度)介護報酬改定により創設された見出しの加算について，算定開始後の取

下げ，又は延長の届出の提出漏れが多く見受けられました。 

算定される事業所におかれましては，毎月の利用者数の確認，必要な届出の提出漏れのないよ

う，御注意ください。 

 

【参考】介護保険最新情報 Vol.937「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用

者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」 

 



 

 

 

（別紙①） 

各事業所・施設からの届出概要 

 

※各届出の詳細は，必ずホームページを確認してください。 

※次に記載している届出は，原則メールにて提出をしてください。 

 

１．変更届 

 【概要】 

指定事業所において，事業所や法人の変更等があった場合に届け出るもの。 

 【期日】 

  原則変更日から 10日以内 

（ただし，法人名称，事業所名称，住所，電話番号，定員の変更については，市民に配

布する事業所一覧への反映のため，必ず変更日の 2週間前までに提出してください。） 

 【提出書類】 

  ・変更届出書 

  ・付表（変更内容によっては必要ない場合もあり） 

  ・変更の項目に対応した添付書類（ホームページに添付書類一覧を掲載しています。） 

 【ホームページ】 

福山市ホームページ（URL: http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）→「担当部署で

探す」→「介護保険課」→「事業所の方はこちら」→届出等様式集「４ 変更届等」 

 

２．変更申請 

 【概要】 

介護老人保健施設，特定施設，介護療養型医療施設，介護医療院において下記の変更が

あった場合に届け出るもの。 

サービス種別 変更内容 提出書類 

介護老人保健施設 

介護医療院 

敷地・平面図 ・介護老人保健施設開設許可事項変更

申請書若しくは介護医療院開設許可

事項変更申請書 

・変更項目に対応した添付書類（ホー

ムページに必要な添付書類が記載し

てあります。） 

建物の構造概要及び

平面図並びに施設及

び構造設備の概要 

施設の共用の有無及

び共用の場合の利用

計画 

運営規程（従業者の職

種，員数，職務内容） 

運営規程（入所定員の



 

増加） 

協力病院 

管理者 ・介護老人保健施設管理者承認申請書

若しくは介護医療院管理者承認申請

書 

・経歴書 

・医師免許証の写し 

広告事項 ・介護老人保健施設広告事項許可申請

書若しくは介護医療院広告事項許可

申請書 

特定施設 利用定員 ・指定特定施設入居者生活介護指定変

更申請書 

・その他添付書類（ホームページに必

要な添付書類が記載してあります。） 

介護療養型医療施設 利用定員 ・指定介護療養型医療施設指定変更申 

請書 

・その他添付書類（ホームページに必

要な添付書類が記載してあります。） 

【期日】 

  原則変更予定日の 2週間前 

【ホームページ】 

福山市ホームページ（URL: http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）→「担当部署で

探す」→「介護保険課」→「事業所の方はこちら」→届出等様式集「４ 変更届等」 

 

３．介護給付費算定に係る体制等に関する届出（体制届） 

 【概要】 

介護給付費算定に係る体制（加算，減算）を変更する場合に届け出るもの。 

 【期日】 

◆居宅サービス 

・訪問通所サービス 

・福祉用具貸与  ・居宅介護支援 

◆地域密着型サービス 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

①毎月 15日以前に届出 

→翌月から算定開始 

 

②毎月 16日以後に届出 

→翌々月から算定開始 



 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・緊急時訪問看護加算（訪問看護） 届出が受理された日から算定開始 

◆居宅サービス 

・短期入所サービス  ・特定施設 

◆施設サービス 

◆地域密着型サービス 

・認知症対応型共同生活介護 

・地域密着型特定施設 ・地域密着型特養 

届出が受理された日の翌月から算定 

（月の初日の場合はその月から算定） 

 ※体制届の受理通知は原則算定月末に送付します。 

 【提出書類】 

  ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

  ・各加算に対応した添付書類（ホームページに添付書類一覧を掲載しています。） 

 【ホームページ】 

福山市ホームページ（URL: http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）→「担当部署で

探す」→「介護保険課」→「事業所の方はこちら」→届出等様式集「６ 介護給付費算

定に係る体制等に関する届出（体制届）」 

 

 

４．廃止・休止届出書の提出について 

【概要】 

事業所を廃止もしくは休止する場合に届け出るもの。 

【期日】 

  廃止もしくは休止する日の１月前 

 【その他】 

  休止期間を延長する場合，休止届出書の再提出は不要である。ただし，休止延長日の１

月前までに事業者指定担当へ電話連絡すること。 

 

 

５．介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出 

 【概要】 

法人の業務管理体制を変更する場合に届け出るもの。 

【期日】 

  変更後すみやかに提出 

 【変更事項及び必要書類】 

  以下の事項が変更になった時に届け出ること。 



 

変更事項 必要書類 

・法人の種別及び名称（フリガナ） 

・主たる事務所の所在地，電話番号及びＦＡＸ番

号 

・代表者の名前（フリガナ）及び生年月日 

・代表者の住所 

・代表者の職名 

・法令遵守責任者の名前（フリガナ）及び生年月 

 日 

・介護保険法第１１５条の３

２第３項に基づく業務管理

体制にかかる届出書（届出事

項の変更） 
 

・業務が法令に適合することを確保するための

規程の概要 

・業務執行の状況の監査の方法の概要 

※ＨＰの業務管理体制の概要にて御確認くだ

さい。 

・介護保険法第１１５条の３

２第３項に基づく業務管理

体制にかかる届出書（届出事

項の変更） 

・別紙（参考様式）事業所一覧 

・各概要で必要な添付書類 

・福山市以外に新たな指定事業所を指定した場 

 合 

・福山市以外の指定事業所が廃止したため，指定

事業所が福山市のみになった場合 

・介護保険法第１１５条の３

２第２項（整備）又は第４項

（区分の変更）に基づく業務

管理体制に係る届出書 

※変更前と変更後の行政機関

の双方に届出が必要。 

 

【ホームページ】 

福山市ホームページ（URL: http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp）→「担当部署で

探す」→「介護保険課」→「事業所の方はこちら」→届出等様式集「１ 各種届出に係

る書類」→「５ 介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書」 

 

 



 

（別紙②） 

■外国人の人員確認について 

 

 勤務表や従事証明書の名前にカタカナなどで明らかに外国人と想定でき，「従

事期間」が半年以内の場合は， 

①介護報酬上の配置基準を満たしているかどうかを確認する。 

②満たしている場合は，従事証明書の備考欄に「○」を記入する又は勤務表の空

白部分に資格種別と雇用年月日を記入する。 

③要件を満たしていない場合は，従事証明書の備考欄又は勤務表の空白部分に，

「人員基準に含むことができない」ことを記入し，その職員を含めず人員基準が

満たされているかどうかを確認すること。（従業者としての雇用は可能。介護職

員として人員基準に含めることができるかどうかは，要件を満たす必要がある。） 

 

 
資 格 種 別 

勤務できる 

サービス種別 
介護報酬の配置基準の取扱い 

１ ＥＰＡ 

 

介護保険 3施設，

GH，特定，通所，

通リハ，認知デ

イ，ショート 

①受入れ施設において就労を開始した日か

ら６月を経過した者又は， 

②日本語能力試験において，N1又は N2の者 

２ 在留資格「介護」 制限無し 就労と同時に配置基準に算定する。 

３ 外国人 

技能実習制度 

訪問系サービス

以外 

①技能実習を行わせる事業所において実習

を開始した日から６月を経過した者又は， 

②日本語能力試験において，N1又は N2の者 

４ 在留資格 

「特定技能１号」

（介護） 

訪問系サービス

以外 

就労と同時に配置基準に算定する。 

ただし，6 ヶ月間受入れ施設におけるケアの

安全性を確保するための体制が必要 

５ 身分に基づき在

留する者 

定住者(主に日系

人)，永住者，日本

人の配偶者等 

制限無し 就労と同時に配置基準に算定する。 

６ 資格外活動 

(留学生のアルバ

イト等は，在留資

格は「留学」とな

る。)  

訪問系サービス

以外 

資格外活動許可を得た外国人留学生につい

ては，就労と同時に介護報酬基準上の人員と

して認められる。 

 

 
 

N1 ・ N2 ・ N3 ・ N4 ・ N5 

むずかしい   やさしい 

 日本語能力試験 



 

 

（別紙③） 

地域密着型サービス（介護予防訪問・通所事業を含む）の利用について 

 

① 市外に所在する事業所の指定 

本市の被保険者が市外に所在する地域密着型（介護予防）サービス事業所を利用する場合，

当該市外事業所は，本市の指定を受ける必要がある。 

在宅サービスについては，本市に隣接する市町の，本市に隣接する日常生活圏域に所在す

る事業所から申請があれば，基準を満たす限り指定することとする。 

施設・居住系サービスについては，本市内において新たに整備することなどにより，介護

保険事業計画に定めるサービス事業量に達する見込みがあることから，市外の事業所につ

いての指定は行わないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本市に所在する事業所における他市町村の指定の同意 

他市町村（特別区を含む。）の被保険者が本市に所在する地域密着型（介護予防）サービ

ス事業所を利用する場合，当該市内事業所は，当該他市町村の指定を受ける必要があり，指

定に当たっては，本市の同意が必要となる。 

本市は，隣接する市町から指定の同意を求められた場合は同意する。 

なお，サービス種別，日常生活圏域及び利用者の限定については，隣接市町において判断

するものであるため，本市においては，同意に当たって，それらの限定は行わない。 

ただし，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については，補助金交付要件として

他市町の被保険者の利用を認めていないため，指定の同意を求められても同意しない。 

 

 

 

 

 

福山市 隣接市町 

隣接日常生活圏域 

事業所 

（在宅サー

ビス） 

②指定の同意 

③指定 

④利用 

①申請 

福山市 隣接市町 

事業所 

③指定 

④利用 

②指定の同意 

①申請 



2023年度（令和 5年度）の指定更新について 

 

１ 指定更新申請の提出時期について（依頼事項） 

  2023 年度（令和 5 年度）において，多くの事業所・施設が 2024 年（令和 6 年）3

月末に指定有効期間の満了日を迎えるため，指定更新申請の審査事務が 2023年度（令

和 5年度）末に集中します。 

  そのため，2023 年度（令和 5 年度）中に指定有効期間の満了日を迎える事業所・

施設は，通常より早く，更新申請書の提出を依頼しますので，期限までの提出に御協

力ください。 

なお，提出時期については，概ね法人単位で同時期での提出とさせていただきます。 

 

２ 指定更新申請の流れ 

  更新申請の必要な事業者に対して，「指定更新勧奨通知」を送付しますので，必要

書類を市ホームページからダウンロードして提出してください。 

  提出後，適宜，更新申請書の補正を依頼します。対象事業所数が多いため，提出か

ら補正の依頼までに時間がかかる可能性がありますので，御了承ください。 

  更新申請書類に不備がないことを確認後，納付書をお渡ししますので，その納付書

にて審査手数料をお支払いください。 

  なお，休止中の事業所については，指定更新ができないため，指定更新期限が到来

するまでに，再開又は廃止の手続きを行ってください。 

 

資料 9 



 

給付業務に関する注意事項（住宅改修・福祉用具） 

 

不備や再提出をお願いした内容を記載していますので，今後の給付業務の参考として

ください。 

 

【住宅改修費事前届出書】 

 具体的事例 指摘事項 

１ 床材変更を行う場合で施工箇所が一部し

か写真に写っていない。 

施工箇所の全体が写ることが必要で

す。（１枚で写りきらない場合は複数

枚でも可） 

２ 段差の解消を行う場合にメジャーをあて

た写真が添付されていない。 

段差の高さがわかるようにメジャー

等をあてた写真の添付が必要。 

 

【福祉用具購入費支給申請書】 

 具体的事例 指摘事項 

１ 過去に同一品目を購入している。 

破損なのか状態変化なのか記載されてい

ない。 

破損の場合は，破損部分の写真を添付

すること。 

状態変化による買い替えの場合，購入

済みの福祉用具では対応困難な理由

と，再購入により見込まれる改善状況

を詳しく記載すること。 

※申請時に支給対象外となることを防ぐため，不明点等あれば事前にご相談ください。 
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介護保険 要介護認定・要支援認定申請書の提出について 

 

１．入院中の要介護認定・要支援認定申請について 

 被保険者が入院中に要介護認定・要支援認定申請（以下「要介護認定等」と言う）の申請書

を提出される時は，訪問調査等が円滑に実施できるよう，次のことに，ご協力をお願いします。 

① 申請時期 

入院中に要介護認定等を申請される場合は次の（ア）（イ）のいずれか一方を満たすとき

にお願いします。 

（ア）今後，大きく身体の状況が変化しないと見込めるなど，心身の状態が安定している。 

（イ）心身の状態は安定していないが，退院時期がおおむね決まっており，退院後，介護

サービスの利用を予定している。 

② 訪問調査の実施時期 

認定調査は，原則として申請から２週間以内＊を目安に実施します。但し，厚生労働省

の通知により，次の（ア）（イ）に該当する場合は，調査ができず，一旦要介護認定等の申

請について，取下げをお願いする場合があります。 

＊目安としての期間であるため，申請状況等により多少前後します。 

（ア）入院後間もない等，調査対象者の心身の状態が安定するまでに相当期間を要すると

思われ，介護保険によるサービス利用の見込みがない場合。 

（イ）入院等の環境変化後から概ね一週間経過していない時や急病等によって心身の状態

が一時的に変化している等，適切な認定調査が行えないと調査員が判断した場合 

  ※生命の危険がある場合（概ね 1ヶ月の間に急激な状態悪化が見込まれる）は上記①②の限り

ではありません。生命の危険以外で早急な調査が必要な場合は，申請書提出時にご相談くだ

さい。 

 

 

２．迅速かつ適正な認定調査，審査が実施できるよう特に次のことについてご協力をお願いします。 

① 申請は，介護保険サービス利用の意向，状況を本人や家族に十分確認した上で行ってくだ

さい。介護保険サービスを利用する予定がない場合は，必要時に申請を行うようにしてく

ださい。 

② 入院・手術・転院の予定がわかっている時は，認定申請の時期について十分検討してくだ

さい。調査票と主治医意見書との状態相違の場合，認定結果が出るまでに時間がかかりま

す。そのため，認定申請は状態を十分に考慮され，サービス利用の見込みが出来る時点で

行ってください。 

③ 更新申請については，「１日から９日」，「１０日から月末」の２つの時期に分け，緊急性等

を考慮したうえで，おおむね半数ずつになるように提出してください。 

④ 介護保険施設入所者については，提出時期の指定はありませんが，急ぐ方以外は，１０日

以降の提出をお願いします。 
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３．主治医意見書及び予診票について 

介護保険 要介護認定・要支援認定申請書（以下「申請書」）の「主治医」欄の医療機関に主

治医意見書作成依頼書を送付後，依頼先の医療機関より「担当医が，主治医意見書の作成は出

来ない」等の連絡があり，再度，別の医療機関へ作成依頼することとなるケースが時々ありま

す。再度主治医意見書作成依頼書を送付する場合，認定申請から決定までの期間が長くなり，

被保険者の介護サービス利用に不利益が生じる恐れがあります。 

そのため，申請書提出前に，依頼予定先医療機関の主治医に，主治医意見書作成について，

確認をお願いいたします。 

また，「主治医意見書作成のための予診票」の提出がなければ主治医意見書の作成をされな

い医療機関もあるため，出来るだけ早めに医療機関へご提出していただけるよう，被保険者又

はご家族等にお願いしてください。 

 

４．申請書上部の医療保険情報についてご記入ください。 

 

５．本人の状況等の記載について 

申請書の下部「認定調査について」欄内「本人の状況等」欄は，チェック項目について漏れ

なく記入し，本人の心身の状態等について詳しく記載してください。 

特に，ガン末期状態の場合は「□末期がんの状態であるため，要介護認定の結果急ぎます」

に必ずチェックをしてください。 

 

６．同意欄について 

 申請書裏面の同意欄については必ず記入をお願いします。また，代筆者が記入される場合

は，必ず本人署名欄に本人の名前を記入してください。 



要介護認定等に係る個人情報外部提供申請について 

 

要介護認定等に係る個人情報外部提供の利用については「要介護認定等に係る個人情報外部

提供取扱要綱」第 3条に掲げる「利用目的」以外には使用できません。 

また，併せて，第 8条に掲げる「外部提供を受けた者の遵守事項」を遵守してください。 

 

（参考）要介護認定等に係る個人情報外部提供取扱要綱（抜粋） 

 

（利用目的） 

第３条 外部提供に係る利用目的は，次に掲げるものとする。 

(1) 介護サービス計画の作成 

(2) 介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成 

(3) 地域ケア会議における個別事例の検討 

(4) その他市長が適当と認める利用目的 

 

（外部提供を受けた者の遵守事項） 

第８条 この要綱の規定により外部提供を受けた者は，次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。ただし，第２号及び第３号については，外部提供を受けた者が，サービス担当者会議

又は地域ケア会議に資料を提供する理由で本人同意を得ている場合は，この限りでない。 

(1) 提供を受けた資料（以下「提供資料」という。）に係る本人又は本人の親族の情報その他

の個人情報を，第３条に掲げる利用目的以外の目的に使用しないこと。 

(2) 提供資料の内容を他に漏らさないこと，又は提供資料を他に提供し，若しくは閲覧させな

いこと。 

(3) 提供資料を複写し，又は複製しないこと。 

(4) 提供資料は責任を持って厳重に管理し，改ざん，滅失，毀損その他の事故を防止し，適正

な保管に努めるとともに，提供資料について改ざん，滅失，毀損その他の事故が発生した

場合は，速やかに市長に報告し，その指示に従うこと。 

(5) 本人とサービス提供に係る契約が終了した場合その他提供資料を保有する必要がなくなっ

た場合は，速やかに当該提供資料は責任を持って裁断等により廃棄すること。 

(6) 本市から立入調査の要請があったとき，又は提供資料の提示，提出若しくは返還を求めら

れたときは，これに応じること。 

(7) 資料の提供を受けた者の従業者又は従業者であった者が，前各号に掲げる事項を遵守する

よう必要な措置を講じること。 

(8) 提供資料の利用に関して疑義が生じた場合又はこの要綱に定めのない事項が生じた場合

は，市長の指示に従うこと。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，第４条第２号の資料については，本人（家族等の介護

者を含む。）に対して告知していない傷病名等が記載されている場合があり，診療上支障が

生じる可能性があるため，その取扱いについては慎重を期することとし，サービス担当者会

議又は地域ケア会議に資料を提供する場合であっても，本人（家族等の介護者を含む。）へ

資料を提供する場合は，主治医に提供の可否を確認することとする。また，第４条第１号の

資料についても本人（家族等の介護者を含む。）に対して告知していない傷病名等が記載さ

れている場合があるため，その取扱いについては慎重を期することとする。 
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個人情報外部提供資料の申請及び受取時期について 

＜再掲＞2018年(平成 30年)3月集団指導から(抜粋) 

 

ア 外部提供の決定を受けた事業者が資料の提供を受けようとするときは，市の窓口に

外部提供決定通知書（写し）を提示し，一覧表（契約書の写し等必要添付書類を含む）

を提出する。 

※資料の提供時期については，一覧表提出時に各窓口にてご確認ください。 

 

イ 事業者は市の窓口に身分証明書及び外部提供決定通知書（写し）を提示し，資料を

受け取る。 

 

 

 

２０２３年度（令和５年度）個人情報外部提供申請書の提出について 

 

2023年度(令和 5年度)個人情報外部提供申請書の提出については，対象事業所に 2023年

(令和 5年)2月 10日付で申請勧奨のメールをお送りしております。 

申請書の提出は，窓口持参，郵送，メールのいずれかでお願いします。 

 

 



要介護認定の認定調査における対応についてのお願い 

 

１．新型コロナウイルス感染症に係る認定調査時の対応について 

本市では，感染拡大防止を図る観点から認定調査における対応について次のとおりの取り扱い

とさせていただいておりますので被保険者様やそのご家族にも周知をお願いします。 

調査場所 対応 同席者 

医療機関 

当該医療機関の管理者が訪問調査員の

施設内への立ち入りを可能と判断され

る場合は，認定調査を実施します。 
病院・施設職員の同席は可能です。 

ご家族やケアマネ等の同席は原則ご遠慮いた

だいています。電話での聞き取りをさせてい

ただきます。 施設 

施設内にウイルスを持ち込まない観点

から，認定調査の資格のあるケアマネ

が在籍されていない施設に限り，市が

調査を実施します。 

在宅 認定調査を実施します。 

同席はご家族 1 名までとさせていただき，補

足等は電話にて聞き取りさせていただきま

す。 

感染拡大防止の観点から， 市外からのご家族

の同席は原則ご遠慮いただいています。 

（不都合があるようでしたらご相談くださ

い。） 

 

２．広島県認定調査員新規研修の受講及び施設調査について 

調査場所が施設である場合，認定調査の資格を持つケアマネが在籍されている施設におかれま

しては，当該施設職員による調査をお願いしています。しかし，認定調査の資格のあるケアマネ

が在籍されていない施設もあり，調査依頼に苦慮しています。 

認定調査の資格を得るための広島県認定調査員新規研修が毎年実施されていますので，受講資

格のある事業所・施設（居宅介護支援事業所，地域密着型介護老人福祉施設，介護老人福祉施設，

介護老人保健施設，介護療養型医療施設，介護医療院）のケアマネにつきましては研修の受講を

お願いいたします。 

また，調査をするためには委託契約が必要です。調査可能な施設につきましては，申請時に窓

口で施設調査可能な旨を伝えていただくか，介護保険課までご連絡ください。 

 

※居宅介護支援事業所に従事している方が認定調査員研修を受けた場合，他市に住民票がある方

で福山市内の病院・施設にいる方，福山市内で暮らしている方の調査を行っていただきます。 
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事 務 連 絡 

２０２３年（令和５年）２月２４日 

 

各介護サービス提供事業者 様 

 

 

福山市高齢者支援課地域支援担当課長 

福 山 市 介 護 保 険 課 長 

 

 

備後圏域地域包括ケア資源マップ関係者向けサイトを活用した通知の開始 

及び関係者向けサイトへの登録について（依頼） 

 

平素から，高齢者支援施策の推進につきまして，御理解と御協力を賜り厚く御礼申しあ

げます。 

さて，備後圏域の２市２町（福山市，府中市，世羅町及び神石高原町）では地域の医療

や介護等の資源情報をＷＥＢに掲載することで，住民向けには在宅医療や介護情報を提供

し，医療・介護関係者向けには在宅医療と介護の連携推進に繋げること等を目的に，備後

圏域地域包括ケア資源マップを構築しました。 

資源マップの関係者向けサイト「福山市ケア倶楽部」には，「福山市からのお知らせ」を

掲載する機能があります。この機能を活用し，これまで各事業所宛に電子メール等で周知

していた福山市からの通知等をこれからは，「福山市ケア倶楽部」に掲載し周知することと

いたします。 

つきましては，「福山市ケア倶楽部」に登録されていない事業所は，次のＵＲＬから登録

いただようお願いします。 

  

 

福山市ケア倶楽部ＵＲＬ：http://carepro-navi.jp/bingo/StaffLogin/login 

 

【問合せ先】 

福山市保健福祉局長寿社会応援部 

高齢者支援課 予防給付担当 

電話：084-928-1189 FAX：084-928-7811 

介護保険課 事業者指導担当 

電話：084-928-1232 FAX：084-928-1732 
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地域の介護や医療の資源を探したいときは…

をご利用ください !

備後圏域地域包括ケア

資源マップ

福山市

資源マップとは？

●地域の介護や医療機関の情報を一度に入手で

きます。（福山市・府中市・神石高原町・世羅町）

●資源マップの情報は，定期的に事業所に確認し

ていますので，最新の情報に保たれています。

●「地図・住所から」「目的から」など，必要な情報

に最短でアクセスすることができます。

市民にとってのメリット

●医療機関，歯科，薬局や介護事業所の情報の

ほか，ショートステイの空き情報も公開。

●在宅医療の取組やケアマネジャーが医師と連携す

るための窓口など，関係者間の連携のための情報

も集約可能です。※1

●介護事業の運営に必要な「国・県・自治体からの

情報」や「公的情報」をワンストップで入手できます。※1

事業関係者にとってのメリット

ここからアクセス !

※1 事業関係者向けサイト（ケア倶楽部）の機能です



掲載施設・掲載項目・掲載情報更新機能について

●ケア倶楽部は介護等の事業関係者向けの専用サイトです。

（「福山市ケア倶楽部」と「備後圏域ケア倶楽部」があります）

●国や県からの介護に関する情報，市からのお知らせを確認できます。

●医療機関の在宅医療等の対応（訪問診療・在宅看取りなど）やケアマネジャーが

医療機関と連携するための窓口等を確認できます。

サイト上段から「備後圏域ケア倶楽部」に移動>「関係者専用検索」>「事業所名から探す」などから検索

●「ケア倶楽部」の利用（ログイン）には，市が送付したID・パスワードが必要です。資源マップ内

の「会員専用ページ」か，右のQRコードからログインしてください。

●ID・パスワードを紛失した事業所は，次の問い合わせ先までご連絡ください。

― 介護事業所の皆さんへ ―

事業関係者向けサイト「ケア倶楽部」に登録してください

■お問合せ：福山市役所 高齢者支援課 TEL 084-928-1189

福山市

医療機関
病院・診療所
歯科医院
薬局

・基本情報：名称・住所等
・在宅医療の取組：訪問診療可否等
・ケアマネジャーが医師と連携するための窓口等
（事業関係者向けサイト（ケア倶楽部）のみ）

・在宅医療での患者対応
（事業関係者向けサイト（ケア倶楽部）のみ）

市（保健部総務課）届出情報 約半年に1回

FAX調査
→市届出情報他の調査項目
を印字した調査票を，運営業
者※1から各医療機関へ送付
各医療機関はFAXで運営業
者※1に回答

年1回

指定介護事業所
包括支援センター含む

・基本情報：名称・住所等
・各サービス別項目：部屋情報等

国保連合会届出情報※2 月1回

FAX調査
→市届出情報や，その他の調
査項目を印字した調査票を運
営業者より各掲載施設へ送付，
各掲載施設はFAXにより運営
業者へ回答

年1回

加算情報 国保連合会届出情報※2 月1回

空き情報
・居宅介護支援
→ケアプラン作成可能数

・短期入所生活介護・短期入所療養介護
→①2週間の受入可能状況
②３か月間の受入可能状況

FAX調査
→調査票を運営業者より各掲
載施設へ送付，各掲載施設
はFAXにより運営業者へ回答

居宅介護支援
→隔週
短期入所生活介護
短期入所療養介護
→①毎週
②毎月

認知症支援
通いの場

基本情報：名称・開催日等
市（高齢者支援課）・社会
福祉協議会届出情報

約半年に1回

掲載施設種類 掲載項目（抜粋） 掲載情報更新方法 情報更新頻度

※2国保連届出情報は，市（介護保険課）に届出されたものです。

※1運営業者：トーテックアメニティ株式会社
（TEL：03-5657-3203，FAX：050-3156-0673）

2022.8



福山市こころをつなぐ手話言語条例を制定しました 
～手話への理解を深めて心豊かに共生する地域社会を実現しよう～ 

福山市こころをつなぐ手話言語条例 

 

 この条例は，手話は言語であるとの認識に基づいて，手話への理解や手話の普及

について定めています。 
 

（概要） 
○基本理念（第２条関係） 

手話への理解と手話の普及は，ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有

することを前提に，誰もが人格と個性を尊重し合い，心豊かに共生する地域社会を

実現することを基本として行う。 

○市の責務（第３条関係） 
・手話への理解を広げ，手話を使用しやすい環境の整備を推進する。 

・ろう者の自立した日常生活と地域における社会参加を進めるための施策を講じる。 

○市民の役割（第４条関係） 

・基本理念に対する理解を深め，手話を使用しやすい環境づくりに協力 

・ろう者は，基本理念に対する理解の促進と手話の普及に協力 

○事業者の役割（第５条関係） 
・基本理念を理解し，市の施策に協力 

・ろう者が利用しやすいサービスの提供ができるよう協力 

○市が推進する施策（第６条関係） 
次のことに関する施策を推進する。 

・手話への理解の促進と手話の普及 

・手話で情報を取得する機会拡大 

・意思疎通の手段で手話を選択しやすい環境の整備 

・学校教育で手話に親しむ教育活動など 

・手話通訳者の確保と養成 

・災害時の情報提供と意思疎通支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

この条例は，市民が，ローズマインド（思いやり・優しさ・助け合いの心）をも

って，手話への理解を広め，地域で支え合うことにより，手話を使って安心して暮

らすことができる地域社会の実現をめざしています。実現のためには，市民・事業

者も市と一体になって，手話への理解や手話の普及に関して取り組む必要がありま

す。 

まずは，聴こえないことによる生活のしづらさや，手話や障がいについて知るこ

とからはじめ，誰もが人格と個性を尊重し合い，心豊かに共生する地域社会の実現

をめざします。 

～条例が施行され福山市がめざすこと～ 
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福山市こころをつなぐ手話言語条例をここに公布する。 

  平成２９年１２月２０日 

                         福山市長 枝 廣 直 幹    

条例第３６号 

福山市こころをつなぐ手話言語条例 

 言語は、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なもの

であり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語とは異なる言

語であり、手や指、体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は

、物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え

、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。 

 しかしながら、過去には手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用し

やすい環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、必要な知識や情報を得られず、

意思疎通を図ることが困難であることに、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。 

このような中、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において手話が言語

であることが明記され、手話を必要とする全ての人が手話を通じて容易に必要な知識や情

報を取得し、意思疎通を図ることのできる環境を整えることがより一層求められている。 

 私たちは、戦後復興からのばらのまちづくりを通じて引き継がれてきたローズマインド

（思いやり・優しさ・助け合いの心）をもって、手話への理解を広め、地域で支え合うこ

とにより、手話を使って安心して暮らすことができる、共生する地域社会の実現を目指し

、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解及び手話の普及

に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするととも

に、総合的かつ計画的に施策を推進することにより、全ての市民が共生する地域社会を

実現することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 手話への理解及び手話の普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利

を有することを前提に、誰もが人格と個性を尊重し合い、心豊かに共生する地域社会を

実現することを基本として行われなければならない。 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、手話



 

への理解を広め、手話を使用しやすい環境の整備を推進するとともに、ろう者の自立し

た日常生活及び地域における社会参加を進めるために必要な施策を講ずるものとする。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境づくりに努める

とともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。 

２ ろう者は、前項に定めるもののほか、基本理念に対する理解の促進及び手話の普及に

努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう

努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。 

 （施策の推進） 

第６条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。 

 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及のための施策 

 (2) 手話により情報を取得する機会の拡大のための施策 

(3) 意思疎通の手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策 

(4) 学校教育における手話に親しむ教育活動など、手話への理解の促進のための施策 

(5) 手話通訳者の確保及び養成のための施策 

(6) 災害時における情報の提供及び意思疎通の支援のための施策 

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の

意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 

３ 第１項に規定する施策の推進は、市が別に定める障がい者に関する計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

 （財政措置） 

第７条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



手話に興味のある方必見！ 福山市手話出前講座  

 
ろう講 師 と聞 こえる講 師 を派 遣 します♪ 

 

対象者 

学生，事業者，医療機関など，職場でろう者と接する機会のある人をはじめ， 

市内に在住，在勤又は在学する人（要１０人以上の受講者） 
 

内容 

・聴覚障がいの程度の違いや知ってほしいこと 

・日常生活で困ることや配慮が必要なこと（具体例） 

・子どもたちに考えてほしいこと，事業所で取り組んでほしいことなど 

・手話の紹介（簡単な挨拶などの手話を覚えましょう♪） 

※オンライン開催や内容に関するご希望がありましたら気軽にご相談 

ください。 
 

講義１時間，実技（手話）１時間の計２時間で分かりやすい内容です☆ 
 

費用 

無料 
 

日時と会場 

・希望する日の午前９時から午後９時までの間 就労後でもＯＫです♪ 

・開催場所は，申込団体が市内で確保してください。 
 

申込方法 

・ホームページまたは障がい福祉課の窓口で配布している申込書で 

講座を開催しようとする日の１か月前までにお申し込みください。 

 

 
問合せ・申込み先 福山市保健福祉局福祉部障がい福祉課 

〒720-8501 福山市東桜町３番５号（市役所本庁舎１階） 

電話： 084－928-1062 

ファックス： 084－928-1730 

Ｅｍａｉｌ： shougai-fukushi@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

◎ はじめまして 



様式第１号（第６条関係） 

福山市手話出前講座受講申込書 

 

  年  月  日 

  福 山 市 長 様 

 

団 体 名  

代 表 者 名  

住 所  

T E L （     ）   － 

F A X （     ）   － 

m a i l  

 

 手話出前講座を受講したいので，次のとおり申し込みます。 

第 1 希望日時      年  月  日 (  )   時  分 ～   時  分 

第 2 希望日時      年  月  日 (  )   時  分 ～   時  分 

会 場 
会 場 名  

所 在 地  

参 加 対 象 者 

 

１ 幼稚園，保育所，認定こども園等 ２ 小中学校，高等学校等 

３ 医療機関，各種福祉施設 ４ 一般企業 

５ 行政機関 ６ 町内会等の地域活動団体 

７ その他の団体（                       ） 

参加予定人数 人 

要 望 等 

※要望等ありましたらご記入してください。（要望に応えられない場合もあります。） 

 

 

  ※手話出前講座は原則，講義１時間，実技（手話の実践）１時間の２時間構成となっています。 



障害者差別解消法は，障
がいのある人への差別をな
くすことで，障がいのある
人もない人も共に生きる社
会をつくるための法律です。

◎合理的配慮の提供例
・段差がある場合にスロープなどを設置する。
・意思を伝え合うために筆談，絵，写真，タブレット端末などを使う。
・手話通訳者，要約筆記者などを手配する。
※手話でないと会話できない人もいます。

・職場で障がいの特性に応じた席の配置をする。
・業務を理解しやすいようにマニュアル化する。
・補助犬の受入れをする際でも，補助犬ユーザーの支援をする。
※補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）は補助犬法により受入れ
拒否は原則できません。

障害者差別解消法が改正されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）
が一部改正されました。
施行期日：公布の日（2021年（令和3年）6月4日）から起算して３年を超えない範囲内において政
令で定める日（現時点では未定）

民間事業者（会社，お店，ボランティアなど）の合理的配慮の提供について，

努力義務から義務へ改められました。

合理的配慮とは・・・障がいのある人（家族・介助者・支援者を含む）から，社会の
中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたと
きに，負担が重すぎない範囲で対応することです。

「障がいのある人」とは・・・
身体障がい，知的障がい，精神障がい（発達

障がいを含む），その他心身の機能の障がいが
ある人で，社会の中にあるバリアによって日常
生活や社会生活が困難になっている人です。
障がい者手帳を持っていない人も含まれます。

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法により「不当な差別的取扱い」は禁止されています！！

不当な差別的取扱いとは，正当な理由がないのに，障がいがあるということでサービスなどの提供を拒
否したり，場所や時間などを制限したりするなど，障がいのない人には付けない条件をつけたりすること
をいいます。

◎不当な差別的取扱いの例
・車いすの使用を理由に入店を拒否する。
・保護者や介助者の同伴を条件とする。

☆障害者差別解消法に関する出前講座を無料で実施しています。積極的に
ご活用ください。

福山市保健福祉局福祉部障がい福祉課
TEL:084-928-1062 FAX:084-928-1730

Mail:shougai-fukushi@city.fukuyama.hiroshima.jp

今回の主な改正点 合理的配慮の義務化

ＨＰも御参照ください☞



〔様式 1〕 

福山市まちづくり出前講座受講申込書 

 

  年  月  日 

  福 山 市 長 様 

 

団 体 名  

代 表 者 名  

住 所  

連絡先（℡）    － 

 

 福山市まちづくり出前講座を受講したいので，次のとおり申し込みます。 

講 座 番 号  57 講 座 名  障害者差別解消法って？ 

第 1 希望日時       年  月  日(  )  時  分 ～  時  分 

第 2 希望日時       年  月  日(  )  時  分 ～  時  分 

会 場 
会 場 名   

所 在 地  

学 習 会 等 の

名 称 ・ 目 的 

名 称   

目 的   

参 加 対 象 者   参加予定人数 人 

備 考 

※受講に当たり，特に要望等があれば記入してください。 

 

※講座担当課によっては，所定の申込書がある場合がありますので，ご確認ください。 

 

 

（講座担当課）  

主 務 次 長 課長補佐 課 長 

    

 

 

 
※この受講申込書は，コピーをして活用してください。 

 



２０２３年（令和５年）３月 

生活保護法指定介護機関 様 

 

福山市福祉事務所からのお知らせ 

～生活保護法による介護券発送について～ 

 

       福 山 市 福 祉 事 務 所 

（ 生 活 福 祉 課 ） 

 

平素より，生活保護法の介護扶助受給者に対する介護の実施について，御理解と御協力をいただ

き，厚く御礼申しあげます。 

２０２３年度（令和５年度）の介護券発送予定を次のとおりとします。 

1 回目の締切日は毎月１０日（土日祝の場合は直前の開庁日）としています。指定介護機関にお

かれましては，御留意いただき引き続き御協力くださいますようお願いいたします。 

なお，「２０２３年度（令和５年度）介護券発送予定表」は福山市生活福祉課のホームページへ

掲載する予定です。 

 

 
＜問合せ先＞ 

福山市福祉事務所生活福祉課 介護担当 

電話：（０８４）９２８－１０６６ 

資料 17 



２０２３年（令和５年）３月 

 生活保護法指定介護機関 様 

福山市福祉事務所長 

（生活福祉課） 

 

サービス利用票について（お知らせ） 

 

 平素より，生活保護法の介護扶助受給者に対する介護の実施について，御理解と御協力をいただ

き，厚く御礼申しあげます。 

 毎月御提出いただいておりますサービス利用票については，次のとおりの取扱いとしています。  

今後とも御協力くださいますようお願いいたします。 

 

１ 提出時期について 

介護券の発送毎の提出締切日は別紙「２０２３年度（令和５年度）介護券発送予定表」を確認し

てください。 

前月から変更がない場合にも毎月提出してください。 

 

２ 提出したサービス利用票の差替について 

区分支給限度額の範囲内でサービスの利用日や回数が変わった場合のサービス利用票の差し替え

は必要ありません。その他（居宅介護支援事業所，サービス種別，サービス提供事業所，要介護

度）に変更がある場合については，差し替えが必要です。 

 

３ 区分変更・介護新規の申請中について 

要介護度が決定した後に提出してください。申請中に提出をいただいても介護券の発券はしてい

ません。 

 

４ 区分支給限度額について 

居宅介護等に係る介護扶助の程度は，区分支給限度額の範囲内とされています。区分支給限度額

の範囲を超える介護サービスについては，全額自己負担となることから利用ができません。自己

負担が発生しないよう区分支給限度額の範囲内での作成をお願いします。 

 

５ 介護保険の被保険者以外の被保護者（無保険者）について 

他法他施策優先により，障がい者施策により支給されるサービスが優先されます。 

原則として〔区分支給限度額〕から〔障がい者施策により支給される介護扶助と同内容のサービ

スの給付額〕を控除した額を上限として介護扶助の利用が可能です。 

障がい者施策により支給される介護扶助と同内容のサービスを含めて作成してください。 

 

 
＜問合せ先＞ 

福山市福祉事務所生活福祉課 介護担当 

電話：（０８４）９２８－１０６６ 
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令和４年度福山市介護職員技能等向上支援事業報告 

 

一般社団法人介護福祉士と歩む会 

 

 

１．はじめに 

   福山市介護職員技能等向上支援事業は，介護現場で働く職員の専門知識・技術の向上を目的

として，平成２８年度より実施している。 

 今年度は，日程を前期と後期に分け，一部のテーマは連動性を持たせながら，介護現場での

実践に役立つ内容を中心とした１１のテーマで，一般社団法人介護福祉士と歩む会が実施主体

となり集合研修を開催した。 

 なお，研修会の実施にあたっては，講師・スタッフ・受講者の検温と手指のアルコール消毒，

密を防ぐ受講人数と配席，会場内の換気など，適切な感染予防対策に努めた。 

 

２．研修テーマ 

  ①認知症ケア～パーソンセンタードケアの理解～ ≪前期≫ 

その人らしさを尊重することの本当の意味を理解するため，現在の認知症ケアの基本とも

いえる考え方について講義を行った。 

まず，認知症の種類や中核症状やＢＰＳＤ，認知症施策等の変遷，介護者による不適切な

ケアから生じる作られたＢＰＳＤ等について説明した。 

続いて，認知症をもつ人を一人の「人」として尊重し，その人の視点や立場に立って理解

し，ケアを行うという認知症ケアの基本理念といえるパーソンセンタードケアの考え方につ

いて説明した。 

認知症という病気を中心に考えるのではなく，その「人」の心理的ニーズに寄り添いなが

ら，チームケアで関わることの大切さをお伝えした。 

 

  ②認知症ケア～ひもときシートの活用～ ≪後期≫ 

困難や課題を明確にし，事実に基づいた情報の整理をしながら利用者本人の求めるケアを

導き出すための思考の整理法について講義を行った。 

まず，認知症ケアの考え方をアシストするツールとしての「ひもときシート」の仕組みを

説明し，事例を通して各項目を埋めていく作業を行い，援助者の課題の確認，事実の確認，

課題の背景と原因の整理，本人視点のケアへの展開といった流れを実際に体験してもらった。 

認知症の症状への対処に焦点を合わせるのではなく，たとえ認知症の症状があったとして

もその人の尊厳を支え，家族や地域社会との関わりを保ちながら，その人らしい当たり前の

暮らし方を目指していくことの大切さをお伝えした。 

 

  ③虐待防止～基礎理解編～ ≪前期≫ 

    日々の見慣れた風景の中に潜む不適切な言動に気づくことのできる力を養い、虐待のない

介護現場づくりを目指して講義を行った。 

    まず，高齢者虐待防止法や身体拘束禁止規定などの制度面，虐待の具体的内容，要介護度

や施設形態との関係性が説明された。 
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    続いて，なぜ介護現場で虐待（不適切ケア）が起こってしまうのか，間違った介護が廃用

症候群を起こしてしまうこと，認知症の理解が必要なこと，職員自身のストレスケアも見逃

してはいけないことが説明された。 

    制度上は要件を満たしたとして，介護における尊厳は介護する者の心の中にあること，組

織理念やケア目標を職場全体で共有することが虐待防止につながることをお伝えした。 

 

  ④虐待防止～実践編～ ≪後期≫ 

    日々の見慣れた風景の中に潜む不適切ケアとは何かを具体的に整理し，虐待の芽を摘むた

めにどんな取り組みをしていくかについて事例を交えながら講義を行った。 

    まず，日々の介護現場では，利用者の安全や健康を考えてやむをえず利用者が望まない対

応をすることもあること, 排泄や食事など必要な介助であっても配慮が足りないばかりに

利用者の心を傷つけることもあること,そして，それらを放置しておくと虐待につながる危

険性があることが説明された。 

    そんな虐待の芽を摘むためには，自職場の理念，職員の専門知識や倫理観，ストレス対策

などを再確認し，「高齢者虐待防止のため」ではなく「利用者に当たり前の生活を送ってもら

うため」を共通の目的として取り組んでいくことの大切さをお伝えした。 

 

  ⑤介護過程～基礎理解編～ ≪前期≫ 

    利用者が望む「よりよい生活」「よりよい人生」を実現するために必要な介護現場での実践

の基礎となるプロセスについて講義を行った。 

    まず，福祉とは何か，生活とは何か，その人らしさとは何かを考えること。そして，コツ

や勘といった経験だけに頼るのではなく，なぜその人にはその介護が必要なのかという根拠

を示すことの重要性が説明された。 

    続いて，利用者の生活ニーズ（生活課題）を明らかにし，それを解決するための介護目標

を立て，個別援助計画（個別介護計画）を立案し，それを実施して効果を評価するという介

護過程の一連の流れについて説明し，重要な構成要素であるアセスメント（情報の解釈・関

連づけ・結合化）について具体例を挙げながら説明した。 

介護の目的は「本人の望む生活の実現」であることを忘れず，職場全体で同じ方向を向く

ためにも，介護過程は大切であることをお伝えした。 

 

  ⑥介護過程～実践編～ ≪後期≫ 

    事例を通して，介護現場で必要な「個別援助計画」の作成に取り組み，利用者の自立支援

につながる視点について講義を行った。 

    まず，「アセスメント」「介護計画の立案」「介護の実施」「評価」という介護過程における

４つの構成要素についてそれぞれ説明された。 

    続いて，事例をもとにして，情報収集した内容を解釈・関連づけして統合化し，浮かび上

がってきた生活課題に対する長期目標と短期目標，そして具体的な支援方法を計画に落とし

込んでいくまでの一連の流れを，意見交換を交えながら個人ワークで行った。 

    最後に，日々の排泄や食事の介助，レクリエーションなどはあくまでも介護の手段であり，

介護の目的は「本人の望む生活の実現」であると認識することの大切さをお伝えした。 

 



  ⑦高齢者の病気と変化 ≪前期・後期≫ 

    高齢者に多く見られる病気の特徴や体調の変化を見逃さないためのポイント等について

講義を行った。 

    まず，高齢者が脱水になりやすい理由や対処法，種類と具体的な違い，熱中症との関連等

を説明し，続いて意識障害の症状や認知症との見分け方，ショック症状に陥る兆候を見逃さ

ないための留意点等を説明した。 

    続いて，誤嚥性肺炎については，嚥下の解剖とメカニズムの図表も交えながら，予防策や

食事摂取（介助）時の姿勢等について説明し，その他にも排尿障害，浮腫，感染症対策等に

ついても説明した。 

    高齢者の健康状態の崩れは静かにやってくることを踏まえ，日々の食事介助や排泄介助，

入浴介助といったケアの際に身体の状態等を観察し，記録を残していくこと，変化に気づく

力を養うことの大切さをお伝えした。 

 

  ⑧介護現場で役立つ薬の知識 ≪前期・後期≫ 

    介護職員が知っておくべき薬の使用目的や副作用，飲み忘れや飲み間違いから起きるリス

ク等について講義を行った。 

    まず，高齢者における薬剤関連の現状と課題，貼付剤がはがれたときの対処法，簡易懸濁

法の導入例，食品に混ぜる方法等を説明した。 

    続いて，抗認知症薬と向精神薬の種類や特徴，家族（介助者）の条件に沿った認知症薬の

選択，睡眠薬の主な副作用，漢方薬や便秘薬についても具体的に説明した。 

薬の取り扱い自体は介護職の仕事ではないが，利用者に一番身近でかかわる介護職員がこ

れらの知識を得ることで，小さな変化にも気づき，薬剤師等の他職種と連携していくことの

大切さをお伝えした。 

 

  ⑨介護現場での人間理解 ≪前期≫ 

    人間にしかできない営みである介護の仕事に携わる者として求められる倫理観，人と人と

しての向き合い方について講義を行った。 

    まず，戦後の日本で老人福祉法が制定されてからの介護の社会化の歴史，寮母の時代を経

て介護福祉士の誕生に至る背景について説明した。 

    医療・看護が病気治療の立場から人と向き合うことに対して，介護は生活支援の立場から

人と向き合うということ。また，そのためには単に好意やあたたかさだけではなく，知識が

必要であり，自立と自律のそれぞれの意味を理解すること。そして，人と人として向き合う

ために必要な倫理観を持つことの大切さをお伝えした。 

 

  ⑩介護現場でのチームケア ≪後期≫ 

    介護現場ではなぜチームケアが必要なのか，利用者にとって有益なチームケアの在り方と

は何かについて講義を行った。 

    まず，介護現場には介護職だけではなく，看護師や理学療法士などさまざまな職種が携わ

っており，それぞれがクオリティの高い専門性を発揮するためには,協働の意識を持って取

り組む必要性があることを説明した。 

    また，介護職同士においても，施設・居宅を問わず利用者に対して統一したサービスを提



供するためには，介護過程に基づく介護計画（個別援助計画）が必要であること，介護過程

がチームケアを育てることにつながることをお伝えした。 

 

  ⑪介護現場における災害対策 ≪後期≫ 

    毎年のように大きな自然災害が起こり，私たちの介護現場もいつ災害に直面するかわから

ない。平時の心構えやいざという時に誰も取り残さないための取り組みについて講義を行っ

た。 

    まず，近年の大規模災害での被害状況や介護現場で起きた問題等に触れた後，災害によっ

て起こる“困りごと”について説明された。 

    災害発生時には何よりもまず自分自身の身を守ることが大切であること，災害時の公私の

考え方について職場内で事前に共有しておくこと，利用者を救助する際の判断基準や優先順

位，ライフラインの停止に備えた準備，避難所や地域との連携などを受講者との意見交換も

交えながら具体的に考え，普段できないことをいきなり有事にはできないので，平時からの

取り組みが大切であることをお伝えした。 

 

３．開催実績（令和５年１月３１日時点） 

前 期 

令和４年８月 令和４年９月 令和４年１０月 

開催回数 5回 

受講者数 17事業所 20人 

開催回数 6回 

受講者数 73事業所 93人 

開催回数 6回 

受講者数 63事業所 73人 

後 期 

令和４年１２月 令和５年１月 令和５年２月（予定） 

開催回数 6回 

受講者数 41事業所 47人 

開催回数 6回 

受講者数 63事業所 70人 

開催回数 6回 

受講者数 59事業所 62人 

※数字はいずれも延べ数です 

 

４．おわりに 

   この度は，ご多忙の中，本事業にお申し込みいただきありがとうございました。新型コロナ

ウイルス感染症が未だ終息しない中，受講者の皆様の感染症対策へのご協力もあり，なんとか

今年度も本事業を無事に実施することができました。深く感謝申しあげます。 

   コロナ禍での研修開催は今回で３年目となりましたが，こんな時だからこそ学びの機会の提

供を欠かしてはならないと考えています。と同時に，リモート形式ではなく，あえて対面形式

にもこだわりました。介護の仕事は，人と人が向き合うことからはじまる仕事です。講師と受

講者がお互いのぬくもりを感じながら学び合うことは，介護職にとって意味のあることではな

いでしょうか。 

   研修が終わると，さまざまな質問を受けます。疑問を持つということは，考える力を育むこ

とにもつながります。ぜひ今回の学びを実践に活かし，そこでまた疑問が生まれたら，どうぞ

職場の仲間と話し合い，介護現場の活性化につなげてください。介護現場で頑張っている皆様

のこころが元気であり続けることを願っています。 

   なお，本事業は来年度も実施予定とのことです。訪問形式か研修形式かは未定ですが，きっ

と介護現場の質の向上につながる内容になると思いますので，ぜひご活用ください。 

 



介護サービス相談員派遣事業について 

 

１ 概要 

  各事業所・施設へ介護サービス相談員※を派遣し，利用者等の相談に応じ，その内容について

事業所・施設の管理者と意見交換等を行うもの。 

  

※ 介護サービス相談員とは，事業活動の実施に必要な人格と熱意を備え，一定水準以上の研

修を受けたうえで，福山市長より委嘱を受けた者。 

 

２ 目的 

  利用者の不満や疑問の相談に応じ，苦情等に至る事態を未然に防止するとともに，サービス

の質の向上を図ること。 

 

  ⇒全国的に行われている事業であり，これまでに介護相談員の訪問により， 

① 虐待の早期発見・防止 

② 身体的拘束の未然防止 

   につながった事例もある。 

 

  ⇒介護相談員を通して，利用者の日常の声又は利用者等が，事業所・施設の職員等に対して

言い難いことを聞くことは，提供するサービスの改善点を探る重要な手がかりになる。 

   

※ 介護相談員は，車椅子を押したり，食事の介助等の「介護」に当たる行為や利用者間同士

のトラブルの仲裁，事業所・施設を評価すること等のできないことが決められている。 

 

３ 訪問頻度等 

  １年を，前期（４月～７月）・中期（８月～１１月）・後期（１２月～３月）に分け，各期に

４事業所，合計１２事業所に介護相談員を派遣する。 

  １月に２回程度，介護相談員が２人１組で事業所・施設を訪問する。 

 

４ アンケート結果 

  ・利用者と職員，利用者同士の会話が増えた。 

  ・話し方，聞き方など，職員の利用者に対する接し方が，変わってきた。 

  ・利用者の思いを知ることができ，希望を叶えることができた。 

  ・第３者が入ることで良い緊張感が生まれ，サービスの質の向上になった。 

・職員だけでは利用者と外部の方とつながりがなく，横に座って話を聞いてもらったことで

利用者の表情が良くなった。 
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介護職員等による
たんの吸引等の実施のための制度
について

広島県 健康福祉局 医療介護基盤課

１ 喀痰吸引等制度とは

喀痰吸引等行為

喀痰吸引 ①口腔内

②鼻腔内

③気管カニューレ内部

経管栄養 ④胃ろうまたは腸ろう

⑤経鼻

介護職員等が，医療行為である「たんの吸引」等の行為を，
一定の条件の下で実施することができる制度です。
平成24年に法制化されました。

22023/2/7
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喀痰吸引等制度の基本要件

１． 医師の指示書があること

２． 介護職員等が「認定特定行為業務従事者」であること

・「登録研修機関」等で研修修了後，県による認定が必要です

３． 介護事業所等が「登録特定行為事業者」であること

・実施行為種別や従事者名簿等を県に登録する必要があります

32023/2/7

年に一回以上は自己点検を

・介護職員等による医療的ケアを実地する場合，社会福祉士及び介護
福祉士法に規定された一定の要件を満たす必要があります

・利用者の安全を期するため，定期的に自己点検を行い，医療的ケアを
適切に実施してください

【自己点検シート掲載場所】
広島県医療介護基盤課のホームページ
介護職員等による喀痰吸引等（たんの吸引等）制度・手続き等
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/kakutan-top01.html

42023/2/7



過去の指導事例
○事業者登録を行わず，

県の資格認定を受けていない職員が実施

○事業者登録はしているが，

研修を修了しただけで，県の資格認定を受けていない職員が実施

○事業者として登録した行為以外の特定行為を実施

○従事者名簿の変更届出の失念 等

⇒他県では，施設長・介護職員の逮捕や書類送検となった事例もあります。
必要なケアを安全に提供するための制度であることにご理解ください。

52023/2/7

広島県 医療介護基盤課 介護人材グループ

T E  L： 082-513-3142

E-Mail： kaigojinzai@pref.hiroshima.jp

H P：

【問合せ先】

広島県 喀痰吸引

62023/2/7



魅力ある福祉・介護の
職場宣言ひろしま

安心して長く働ける優良法人を認証・応援する制度

制度のことがよくわかる解説動画をチェック！

私
た
ち
が
つ
く
る
、

私
た
ち
で
つ
く
る
。
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国

でも
全国展開を

強力
推進！

『魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま』って何？

安心して長く働ける優良法人を
認証・応援する制度です。

申請前に、現状をチェックしてみよう！

申請にあたっては、各種サポート（無料）をご活用ください。

法人のホームページを
開設している

人材育成の仕組みがある

動　画

電話相談

TEL082-254-3415

TEL082-254-3415

窓口相談

スタンダード認証法人

資格取得支援制度がある

定期的に上司等との
面談がある

休暇取得・労働時間縮減
に取り組んでいる

給与表や昇格・昇給基準
等を規定している

「福祉・介護業界で働きたい」と思われるよう業界のイメージアップを図るために創設された制度です。
本制度に取り組み、就職先として選ばれる福祉・介護業界をつくりませんか？

広島県では法人の

の認証を
目指します！

6割以上

制度のことがよくわかる解説動画を
チェック！

制度に関する様 な々ご相談に対応します。

ご不明なこと、ご質問などお気軽にお問合せください。

業界標準をクリアしていることの証

プラチナ認証法人
業界トップランナーの証

有効期間 費用

1年間 5,000円

2年間 10万円

認証手順

（5万円／1年）

広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
【事務局】（社福）広島県社会福祉協議会／福祉人材課

広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会　【事務局】（社福）広島県社会福祉協議会／福祉人材課

〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2

広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会
【事務局】（社福）広島県社会福祉協議会／福祉人材課

【住所】
広島県広島市南区比治山本町 12-2

お申込みはWEBから。 詳しくは
コチラふくしかいごネットひろしま

解説動画は
コチラをチェック！

リモート対応可

・スタンダード基準を自己点検
・法令遵守の確認

・プラチナ基準を社会保険労務士
  が訪問コンサルで確認
・審査会による認証
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労働者の皆さまへ

「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項
「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」より

応募をする時の留意点 （「留意事項」９頁）

このリーフレットでは、「シフト制」で働く際に労働者の皆さまに、知っておいていた
だきたい労働関係法令で定められたルールなどの内容をまとめています。

会社は、労働契約を結ぶ時に、労働者に対して以下の労働条件を必ず書面で明示しなければなりま
せん（労基法第15条第１項、労基則第５条）。シフト制で働きはじめる時は、自分の労働条件を再度
確認しておきましょう。

※労働者が希望すれば、メールなどで送ってもらうこともできます。

１

会社は、労働者を募集する時、業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を、労働者に対して明
示しなければなりません（職業安定法第５条の３第１項、第２項）。また、募集時に示された労働条件
が、労働契約を結ぶまでに変更される場合も、変更内容の明示が必要です（職業安定法第５条の３
第３項）。募集内容等をよく見て、労働条件をしっかり確認しましょう。

採用が決まり労働契約を結ぶ時の留意点２

（１）労働条件の明示 （「留意事項」２頁）

①契約期間 ②期間の定めがある契約を更新する場合の基準
③就業場所、従事する業務 ④始業・終業時刻、休憩、休日など
⑤賃金の決定方法、支払い時期など ⑥退職(解雇の事由を含む）

会社と話し合って、シフトに関する次のようなルールをあらかじめ合意しておくことが考えら
れますので、必要な場合は会社と相談してみましょう。

（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項 （「留意事項」３頁）

・会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと

・会社が労働者に、決定したシフトを通知する際の期限、通知の方法

（例：毎月○日までに、電子メール等で通知する）

・一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続

※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の
合意が必要である点にご留意ください。

・一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など

① 最大の労働日数や時間数（例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する）

② 目安の労働日数や時間数（例：１か月○日程度勤務/１週間当たり平均○時間勤務）

③ ①②に併せて、最低限の労働日数や時間数

（例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る）

「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間（１週間、１か月な
ど）ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指しま
す。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業
規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
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（２）年次有給休暇 （「留意事項」６頁）

所定労働日数、労働時間数に応じて年次有給休暇を取得することができます（労基法第39条第３項、
労基則第24条の３）。会社は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取得させなけ
ればなりません（労基法第39条第５項）。

実際に働くときの主な留意点３

（３）休業手当 （「留意事項」６頁）

会社の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の60％以上の休
業手当を労働者に支払う必要があります（労基法第26条）。

※会社の故意、過失等による休業の場合、会社は、賃金全額の支払いが必要になります（民法第536条第２項）。

「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」
（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

参考リンク・お問い合わせ先４

シフト制で働く場合でも、労災保険の給付の対象となります。また、労働時間などの要件を満
たせば、雇用保険や健康保険・厚生年金の被保険者となります。

（６）社会保険・労働保険 （「留意事項」９頁）

シフト制の労働契約、労働条件全般 総合労働相談コーナー（都道府県労働局、労働基準監督署等に設置）※

労基法、安衛法、労災 労働基準監督署

募集・採用、雇用保険 公共職業安定所

職業安定法 都道府県労働局

社会保険 年金事務所（健康保険の場合はご加入の健康保険組合)

（１）労働時間、休憩 （「留意事項」５頁）

労働時間の上限は原則１日８時間、１週40時間です。この上限を超えて働いた場合は、原則と
して時間外労働となります（変形労働時間制などの場合はこの限りではありません）。

会社は、労働者の１日の労働時間が６時間を超える場合は合計45分以上、８時間を超える場合

は合計１時間以上の休憩を勤務の途中で与えなければなりません（労基法第34条第１項）。

（４）安全、健康確保 （「留意事項」５頁）

会社は必要に応じて、シフト制労働者に対しても、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育（安衛
法第59条）や健康診断（安衛法第66条）などを行わなければなりません。

期間の定めがある労働契約（有期労働契約）の場合、会社はやむを得ない事由がなければ、契約
期間の途中で労働者を解雇できません。また、期間の定めがない場合でも、客観的に合理的な
理由等がなければ解雇できません（労契法第17条第１項、第16条）。

有期労働契約の契約期間が満了した際、一定の要件を満たすと、会社は、労働者からの契約更
新の申込みを拒否できない場合があります（労契法第19条） 。

（５）労働契約の終了 （「留意事項」７頁）

お問合せ先

※お困りのことがあれば、いつでもお気軽に総合労働相談コーナーをご利用ください。
ご利用の方法や、所在地などはこちら。

（URL）https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html



 

 

 

 

➀ 業務改善助成金 
問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター 電話：0120-366-440（平日 8:30～17:15） 

又は都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

事業場内で最も低い時間給（事業場内最低賃金）を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投

資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行う中小企業・小規模事業者に、

その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。 

 

 

 

 

 

② キャリアアップ助成金 
問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助

成します。 

 

 

 

③ 中小企業向け賃上げ促進税制 
 問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター 

 青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、

その増加額の一定割合を法人税額（又は所得税額）から控除できる制度です。 

 

 

 

④ 企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金） 

 問い合わせ先：日本政策金融公庫 電話：0120-154-505 
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し

て、設備資金や運転資金を低金利で融資します。 

 

 

 
 
 

⑤ 固定資産税の特例措置 

 問い合わせ先：＜先端設備等導入計画の作成等について＞先端設備等の導入先の市町村先端設備等導入計画担当課 

＜税制について＞中小企業税制サポートセンター 固定資産税等の軽減相談窓口  

電話：03-6281-9821(平日 9:30～12:00、13:00～17:00) 

＜制度について＞中小企業庁 技術・経営革新課（イノベーション課） 電話：03-3501-1816 
「中小企業等経営強化法」に基づき、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税

法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じることで、設備投資を行う事業主を支援します。 

 

 

 

 

⑥ 中小企業等経営強化法（経営力向上計画） 

 問い合わせ先：経営力向上計画相談窓口 中小企業庁企画課  

電話：03-3501-1957(平日 9：30～12：00、13：00～17：00) 

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に関する取組を支援します。事業者は事業分野指針等

に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、税

制や金融支援等の措置を受けることができます。 

 

 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者
への支援施策 

 

検索 キャリアアップ助成金 

検索 賃上げ促進税制 

検索 業務改善助成金 

検索 働き方改革推進支援資金 

検索 先端設備等導入計画 

検索 経営力向上計画 

１．賃金引上げに関する支援 

２．生産性向上に関する支援 
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⑦ 中小企業等経営強化法に基づく法人税の特例（経営強化税制） 

 問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター 

 電話：03-6281-9821（平日 9:30～12:00、13:00～17:00） 

中小企業等経営強化法に基づいて、経営力向上計画を作成し、主務大臣の認定を受け、計画に記載

されている一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の 10%

（資本金 3,000 万円超１億円以下の法人は７%）の税額控除を選択適用することができます。 

 

（⑥と同じ） 

 

 

⑧ 事業再構築補助金 

 問い合わせ先：事業再構築補助金事務局コールセンター 

        受付時間：9：00～18：00（日祝日を除く） 

電話番号：＜ナビダイヤル＞0570-012-088   ＜IP 電話用＞03-4216-4080 
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換、事

業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築

に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。 

 

 

 

⑨ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

 問い合わせ先：ものづくり補助金事務局サポートセンター  

電話：050－8880－4053（平日 10:00～17:00） 

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等を

行うための設備投資等を支援します。 

 

 

 

⑩ 小規模事業者持続化補助金 

 問い合わせ先：＜商工会の管轄地域で事業を営む方＞全国商工会連合会 問合せ先は所在地によって異なるため、 

URL をご参照ください。https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

＜商工会議所の管轄地域で事業を営む方＞日本商工会議所 電話：03－6747－4602 
小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等

の取組を支援します。 
 
 

 
 

 

⑪ サービス等生産性向上 IT 導入支援事業費補助金 

 問い合わせ先：サービス等生産性向上 IT 導入支援事業事務局 

電話：0570－666－424 

中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や付加価値向上に資する IT ツールの導入を

支援します。 

 

 

 

⑫ 事業承継・引継ぎ補助金 
問い合わせ先：事業承継・引継ぎ補助金事務局 

（経営革新事業）： 050-3615-9053 

（専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業）：050-3615-9043 

事業承継・引継ぎを契機とした前向きな投資を促すため、設備投資や販路開拓等の経営革新に係る

費用、事業引継ぎ時の専門家活用費用、事業承継・引継ぎに伴う廃業費用等を支援します。 

 

 

 

 

  

検索 経営強化税制 

検索 ものづくり補助金 

検索 持続化補助金 

検索 IT 導入補助金 

検索 事業再構築補助金 

（商工会地区） （商工会議所地区） 

検索 事業承継・引継ぎ補助金 



 
 

⑬ 下請適正取引等の推進のためのガイドライン 

 問い合わせ先：中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 

親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を構築するために、業種別の下請適正取引等の推進の

ためのガイドライン（下請ガイドライン）を策定しています。 

 

 

 

⑭ パートナーシップ構築宣言 

 問い合わせ先： ＜「宣言」の内容について＞ 中小企業庁企画課 電話：03-3501-1765 

＜「宣言」の提出・掲載について＞（公財）全国中小企業振興機関協会 電話：03-5541-6688 
下請中小企業振興法における「振興基準」を遵守することを明記し宣言することで、発注者側によ

る受注者側への「取引条件のしわ寄せ」防止を促し、下請取引の適正化を後押ししています。また、

宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣言」をポータルサイトに掲載しています。 

 

 

 

⑮ 官公需法に基づく「令和４年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」 

問い合わせ先： 中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 
「令和４年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、最低賃金額の改定に伴う契約

金額の見直しについて定めています。 

 

 

 

⑯ 官公需情報ポータルサイト 

 問い合わせ先： 中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 

国等及び地方公共団体がホームページ上で提供している入札情報を自動巡回システムにより収集

し、入札情報を一括して検索・入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営しています。 

 

 

 
 
 

⑰ セーフティネット貸付制度 

 問い合わせ先：日本政策金融公庫（日本公庫） 電話：0120-154-505 

沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫） 電話：098-941-1795 
一時的に売上減少等業況が悪化しているが、中長期的には回復が見込まれる中小企業・小規模事業

者の皆様は融資を受けることができます。 

 

 

 

⑱ 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資） 

 問い合わせ先： 事業所の所在する地区の商工会・商工会議所 

日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の本支店 
小規模事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低金利で融資します。 
 
 
 

（日商） （公庫） 
 

 
 
 

⑲ 建設事業主等に対する助成金 
問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 

中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の取組を行う場合に、助成金（「人材開

発支援助成金」、「人材確保等支援助成金」、「トライアル雇用助成金」）を支給します。 

 

 

 

  

検索 パートナーシップ構築宣言 

検索 官公需基本方針 

検索 官公需ポータルサイト 

検索 セーフティネット貸付 

検索 マル経融資 

検索 建設事業主等に対する助成金 

３．下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援 

４．資金繰りに関する支援 

５．その他、雇用（人材育成）に関する支援 

検索 下請ガイドライン 



⑳ 人材確保等支援助成金 
 問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 
事業主や事業協同組合等が、魅力ある職場づくりのために、労働環境の向上等の取組により従業員

の職場定着の促進等を図った場合に助成します。 

 

 

 

㉑ 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 

 問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入

れた事業主に助成します。 

 

 

 

㉒ 人材開発支援助成金 
問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 

従業員に対して計画に沿って訓練を実施した場合や、教育訓練休暇制度等を導入し、その制度を

従業員に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。 

 

 

 
 
 

㉓ 働き方改革推進支援センター 
問い合わせ先：全国の働き方改革推進支援センター  

中小企業事業主からの賃金引上げに向けた労務管理に関する相談に対して、労務管理等の専門家に

よる窓口等での相談、企業への訪問相談を行います。 

 

 

 

㉔ よろず支援拠点 
問い合わせ先：各都道府県のよろず支援拠点 

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題に無料で相談対応するワンストップ窓口とし

て、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。 

 

 

 

㉕ 下請かけこみ寺 
問い合わせ先：（公財）全国中小企業振興機関協会 

各都道府県の下請かけこみ寺 電話：0120-418-618 

中小企業・小規模事業者の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。問題解決

に向けて、相談員や弁護士がアドバイスを行います。 

 

 

 

㉖ 中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」 
問い合わせ先：ミラサポ plus コールセンター 電話：050-5370-4340 

中小企業・小規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援施策（制度）をより「知ってもらう」「使

ってもらう」ことを目指した中小企業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイトです。支援制度や

活用事例を簡単に検索でき、電子申請までサポートします。 

 

 

 

検索 人材確保等支援助成金 

検索 人材開発支援助成金 

検索 地域雇用開発助成金 

検索 働き方改革 特設サイト 

検索 よろず支援拠点 

検索 下請かけこみ寺 

検索 ミラサポ plus 

６．相談窓口・各種ガイドライン 

各都道府県労働局の問い合わせ先：厚生労働省ＨＰホーム＞厚生労働省について＞所在地案内＞ 

               都道府県労働局（労働基準監督署、公共職業安定所）所在地一覧 

（2023.1） 
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職場で行われる、➀～③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

令和２年６月１日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和４年４月１日から義務化され

ました。

代表的な言動の６つの類型 該当すると考えられる例

１ 身体的な攻撃

暴行・傷害

●殴打、足蹴りを行う。

●相手に物を投げつける。

２ 精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

●人格を否定するような言動を行う。

相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。

●業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を

繰り返し行う。

３ 人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

●１人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

させる。

４ 過大な要求

業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

●新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応

できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと

に対し厳しく叱責する。

５ 過小な要求

業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じること

や仕事を与えないこと

●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な

業務を行わせる。

●気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与え

ない。

６ 個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

●労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者

に暴露する。

※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状

況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。

また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮

しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。

職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例

職場における「パワーハラスメント」の定義

広島労働局 雇用環境・均等室

＼中小企業の事業主の皆さま／

労働施策総合推進法に基づく
｢パワーハラスメント防止措置｣が
中小企業の事業主にも義務化されました！
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検索職場におけるハラスメント防止のために

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは？

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針等の

明確化および周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針

を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等

文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に

対応するために

必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう

にすること

職場におけるパワハラ

に関する事後の

迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない

旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益

な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。

 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、

単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと

（コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等）

 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、

以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと

・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者

・労働者以外の者（個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等）

 カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと

・相談体制の整備

・被害者への配慮のための取り組み

（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）

・被害防止のための取り組み（マニュアルの作成や研修の実施等）

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ

広島労働局 雇用環境・均等室 ＴＥＬ ０８２－２２１－９２４７

〒730-8538    広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館5階

社内の体制整備に活用できる情報・資料

●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料

厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」

職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

検索あかるい職場応援団 HP



新型コロナウイルス感染症について 

 

１．感染予防対策の徹底 

引続き，マスクの着用・石鹸による手洗い等の基本的な感染予防の徹底をお願いします。 

 

 

２．感染者発生時の報告のお願い 

事業所・施設の利用者，従事者あわせて５名以上感染者が発生した場合は，速やかに介護保

険課へ報告してください。 

通知：感染者発生時の報告に係る取扱いの変更について（通知）（２０２２年（令和４年）

９月２６日発出） 

 

 

３．まとめページ 

介護保険課から発出した通知や参考になるマニュアル等の一覧も掲載していますので活用

してください。 

 市介護保険課 HP ＞ 事業者の方はこちら ＞ 新型コロナウイルス感染

症及びワクチン関係 

 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/179055.html 

 

 

厚生労働省のまとめページも御活用ください。 

 厚生労働省 HP＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・

高齢者福祉＞介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等ま

とめページ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/taisakumatome_13635.html 

 

資料28 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/179055.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html


事務（大分類） 主な事務（詳細）
 担　当
 電話番号（直通）

介護事業者の指定・変更・更新等に関すること。

介護サービス事業所・施設の新規開設・移転・増改築の相談。

業務管理体制の届出に関すること。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出のこと。

実地指導・ケアプラン点検に関すること。

介護事業者のサービス提供内容に関する相談。

介護サービス事業所・施設における感染症発生・事故報告に関
すること。

過誤申立てに関すること。

特別養護老人ホーム等の整備に関すること。

施設整備費補助金に関すること。

高齢者の住まい

軽費老人ホーム，ケアハウス，有料老人ホーム及びサービス付
き高齢者向け住宅に関すること。（当該施設における感染症発
生・事故報告を含む。）
※養護老人ホームについては高齢者支援課（084-928-1065）へ

介護保険事業計画 介護保険事業計画に関すること。

負担割合証の交付（利用者負担割合）に関すること。

利用者負担の軽減制度に関すること。
・高額介護サービス費の支給
・負担限度額認定（施設における食費や居住費の利用者負担軽
減）
・社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減
・災害等による利用者負担額減免

住宅改修費の支給に関すること。

福祉用具購入費の支給に関すること。

軽度者に対する福祉用具貸与に関すること。

介護保険料の額に関すること。

介護保険料の納付に関する相談

介護保険料の減免（災害の被災者，低所得者）に関すること。

被保険者証（保険証）の交付に関すること。

転入・転出に伴う介護保険の手続に関すること。

要介護（要支援）認定の申請に関すること。

主治医意見書に関すること。

認定審査会に関すること。

要介護（要支援）認定の結果（介護度）に関する問い合わせ。

個人情報外部提供申請に関すること。

転入に伴う介護認定の引継ぎに関すること。

おむつ代の医療費控除（２年目以降）に関すること。

訪問調査 要介護（要支援）認定に係る訪問調査に関すること。
認定調査
(084)
９２８－１１８１

介護施設の整備

施設整備
(084)
９２８－１２８１

介護保険課　問合せ先一覧

介護事業者の指定
事業者指定
(084)
９２８－１２５９

介護事業者の指導
事業者指導
(084)
９２８－１２３２

要介護（要支援）
認定

認定審査
(084)
９２８－１１７３

保険給付
(084)
９２８－１１６６

介護保険サービス
の利用

介護保険料
賦課収納
(084)
９２８－１１８０介護保険加入者の

資格管理



 

本資料に関する問合せ先一覧 

 

 

項目，資料番号 問合せ先 

資料１～７ 介護保険課  指導担当 ０８４－９２８－１２３２ 

資料８～９ 介護保険課  指定担当 ０８４－９２８－１２５９ 

資料１０ 介護保険課  保険給付担当 ０８４－９２８－１１６６ 

資料１１～１２ 介護保険課  認定審査担当 ０８４－９２８－１１７３ 

資料１３ 介護保険課  認定調査担当 ０８４－９２８－１１８１ 

資料１４ 高齢者支援課 予防給付担当 ０８４－９２８－１１８９ 

資料１５～１６ 障がい福祉課 ０８４－９２８－１０６２ 

資料１７～１８ 生活福祉課  介護担当 ０８４－９２８－１０６６ 

資料１９～２０ 介護保険課  指導担当 ０８４－９２８－１２３２ 

資料２１ 広島県医療介護基盤課 介護人材グループ ０８２－５１３－３１４２ 

資料２２ （社福）広島県社会福祉協議会 福祉人材課 ０８２－２５４－３４１５ 

資料２３～２７ 福山市労働基準監督署 ０８４－９２３－０００５ 

 

 

「科学的介護情報システム（LIFE）」の活用等について 

科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし，

厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による，PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取

組です（２０２１年度介護報酬改定）。厚生労働省のホームページにマニュアル等も掲載されています

ので，ご活用ください。 

 

厚生労働省ＨＰ： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html 

 

 

 

資料30 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
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